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第６回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  濵田 尚君 

   １．市長の政治姿勢と公約実現について 

     最重要課題をどのように捉え、成果につなげるためのその具体的な取組と体制について伺

う。 

   ２．美しいまちの創造について 

     快適な環境は心地よい市民生活につながります。美しいまちの創造はまち全体の質と価値

を高めます。 

    （１）植栽の管理方法の抜本的な見直しが必要ではないか伺う。 

    （２）住民主体の美化活動の支援や、道路や公園等のアドプト制度を早急に導入すべきでは

ないか。 

    （３）空き家等の現状と課題、適正な管理などの取組、対策はどうか。 

   ３．原子力立地給付金等交付事業について 

     市来地域は交付対象地域外であるが、制度の内容とこれまでの具体的な取組はどうか。 

   ４．道路行政について 

    （１）島内松原線の進捗と今後の計画について伺う。 

    （２）鳥居松線の道路整備の計画について伺う。 

  原口政敏君 

   １．サルの被害対策について 

     サルの被害で市民が困っている。農作物などの被害も出ている。対策として、わなを建設

中だが、さらに増やしていくべきではないか。 

   ２．大里川の早期拡幅について 

     毎年、全国各地で線状降水帯による被害が発生している。大里川の氾濫を防ぐためには、

早期拡幅工事を進めるべきで、上流の土地買収を早期に始める必要がある。県に対し、

さらに強く要望をしていくべきではないか。 

   ３．沿岸漁業魚価の安定について 

     沿岸漁業者は魚価の安定を求めている。漁協に補助金を交付するなどして、魚価安定の対

策を講じるべきではないか。 

   ４．自転車通学生について 

     自転車での交通事故が多発している。生徒及び歩行者の交通事故を未然に防ぐためにも、

自転車通学生は決まった通学路を通ること、カバンはなるべく後ろに乗せハンドル操作

をしやすいように、安全指導を徹底すべきではないか。 

   ５．不登校対策について 

     幼少期からの教育、指導を徹底すべきではないか。 

  東 育代君 

   １．市長マニフェストについて 

     市長マニフェストの少子化・人口減少対策について、具体的な取組を示されたい。 

    （１）子育て支援の充実について 

    （２）子育てと仕事の両立支援 

    （３）移住定住・若者のＵターンについて 

    （４）外国人にも選ばれるまち 

   ２．スポーツ大会等の在り方について 

    （１）少子高齢化と急激な人口減少、地域の繋がりの希薄化などにより、選手選考は極

めて困難となってきている。市民スポーツ大会の在り方について、検討すべきでは
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ないか。 

    （２）地球温暖化が顕著となっている。各種スポーツ大会や学校の体育大会等について検討

すべきではないか。 

  奥吉拓郎君 

   １．洋上風力発電について 

    （１）市の広報紙に「先人の思いを受け継ぎ、未来のために取り組む」とあるが、洋上風力

発電は「先人の思いを踏みにじる」ものであり、また、本来受け取れるはずだった

美しい景観を未来の世代に伝えられなくする「未来からの搾取」に他ならないので

はないか。 

    （２）低周波による健康被害が実際に秋田県で確認されている。本市でも、風力発電施設周

辺に住む方から「騒音が酷くて窓を二重窓にした」「別の方は頭痛、不眠を訴えて

いた」との話もお聞きしている。 

「市民の命・健康・財産を守る」ことが市長の使命であり、「予防原則の考え方」

に基づき、市長が先頭に立って、洋上風力発電に反対しないといけないのではない

か。 

    （３）庁舎内に「市民感覚・挑戦・プロ意識」と掲げてあるが、海岸から５キロ以内に高さ

250メートルの巨大風車を50基建てることは、市民感覚からかけ離れたものではない

か。また、市の広報紙に「経済的な取組」とあったが、本年９月21日にアクアホー

ルで開催した講演会で、講師から「経済効果があったという話は聞いたことがない」

といった話があった。市のホームページ等で、経済波及効果212億円、雇用創出効果

3,401人とあるが、その根拠を問う。 

    （４）住民合意が得られていないのは明らかであるにもかかわらず、強引に推し進めようと

する態度には違和感と不信感しかなく、一部の利害関係者のために動いているよう

にしか見えない。住民の意見を幅広く聞き、透明性を確保するために、「いちき串

木野市洋上風力発電調査研究協議会」に反対派の住民も入れた上で、完全公開で行

うべきではないか。 

  江口祥子君 

   １．空き家対策について 

     現在、市民から空き家に関しての苦情や要望が増えている。老朽化した空き家が放置され

倒壊の危険や犯罪の誘発など周囲に悪影響を及ぼすことが危惧されている。 

    （１）空き家問題に対する相談体制とその対応について伺う。 

    （２）危険廃屋に対する今後の取組について 

      ①危険廃屋への対策をどのように進めていく考えか伺う。 

      ②危険廃屋の撤去が進まない原因を伺う。 

   ２．プレミアム付商品券の発行について 

     物価高騰の影響を受ける中、新たなプレミアム付商品券を発行することで地域経済の活性

化が図られると考える。 

    （１）現状を踏まえ、プレミアム付商品券を新たに発行する必要性について市の見解を伺う。 

    （２）プレミアム付商品券の過去の実績と市民からの意見について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（１２月１１日）（木曜） 

 

 出席議員  １４名 

     １番  西   美 香 君       ８番  江 口 祥 子 君 

     ２番  二井谷 友 希 君       ９番  東   育 代 君 

     ３番  福 山 修司郎 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ４番  奥 吉 拓 郎 君      １１番  竹之内   勉 君 

     ５番  竹 中 ひかり 君      １２番  原 口 政 敏 君 

     ６番  西 田 憲 智 君      １３番  福 田 清 宏 君 

     ７番  吉 留 良 三 君      １４番  松 崎 幹 夫 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       任  宮之原   聖 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   農 政 課 長  久木田   聡 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   学校給食センター所長  吉 永 康 彦 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   子どもみらい課長  久 德 和 久 君 

総 務 課 長  長 畑 正 博 君   福 祉 課 長  田 中 俊 二 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   まちづくり防災課長  宮 持 大 作 君 

財 政 課 長  神 薗 正 樹 君   ス ポ ー ツ 推 進 監  芹ケ野 幸 淑 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君   学 校 教 育 課 長  西 村 喜 一 君 

消   防   長  上 夷 征 史 君   産 業 立 地 課 長  大 平 博 喜 君 

都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君   水 産 商 工 課 長  榎 並 哲 郎 君 

市 民 生 活 課 長  西久保 敏 彦 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和７年12月11日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（松崎幹夫君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（松崎幹夫君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、濵田尚議員の発言を許します。 

   ［10番濵田 尚君登壇］ 

○10番（濵田 尚君） おはようございます。 

 一般質問トップバッターでございますので、２期

目になります、中屋市長、御就任おめでとうござい

ます。お互いに、市政発展、市民の幸せのために、

４年間全力で頑張ってまいりましょう。 

 それでは、通告に従い質問をいたします。 

 改選以来、１か月が過ぎました。私たちの任期は、

４年間でございます。月に換算しますと48か月であ

ります。その48分の１が過ぎようとしております。

１日24時間に例えますと、既に30分が経過したわけ

であります。早いものであります。 

 また、情報化社会も目まぐるしく変化しており、

ＡＩやＤＸの進化はさらにスピードを増しておりま

す。国際情勢も、何がまことで何が真実か疑う場面

も多々あり、混沌とした状況でもあります。 

 一方、地方に目を向けますと、少子高齢化、人口

減少が進み、地域の活力に影を落とす状況から、な

かなか抜け出せずにいます。 

 その状況を変えるべく考えられた市長のマニフェ

ストを、市民の皆さんと合意の下、推し進め実現が

できれば、期待に応えたということになろうかと思

います。 

 そこで、最重要課題をどのように捉え、成果につ

なげるための具体的な取組と体制について、市長に

伺い、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。濵田

尚議員の御質問にお答えをいたします。 

 私は、１期目において、三つの無償化をはじめと

する子育て支援の充実と移住・定住の促進、洋上風

力発電計画などに取り組んでまいりました。このこ

とによって、本市に人と経済の流れが生まれつつあ

る、このことを実感いたしております。 

 ２期目の市政運営においては、こうした流れを確

かなものとし、さらに発展させるため、スローガン

として「ワクワクするまちづくり2.0」というのを

掲げさせていただきました。本市の最重要課題であ

ります少子化・人口減少対策と未来につながる投資

によるまちの魅力づくり、これをこれまで以上に進

めてまいりたいと思っております。 

 具体的には、三つの無償化によります経済的支援

に加え、結婚から出産、子育て期までの切れ目のな

い支援や女性の働きやすさの確保、保育や療育環境

の充実など、若い世代が安心して暮らし続けられる、

そういった環境づくりを進めてまいりたいと思いま

す。あわせて、洋上風力発電計画の推進、串木野駅

周辺の開発、さらに安茶工業団地の造成、また沖ノ

浜構想など、こうした経済の流れを生み出せるよう

な未来への投資を進め、本市が外から見ても本当に

魅力的で存在感のある、そうしたまちになるように

取り組んでまいりたいと思います。 

 こうした施策を実現するためには、私は、市の職

員との理念やビジョンの共有が大切だと思っており

ます。私が、一人で行政運営できるわけではありま

せん。なぜ、この事業が必要なのか、何を目指して

いくのか、そういった根本的な理念や考え方を共有

し、職員が同じ方向を向いて進む、そういった組織

であればこそ、市民の皆様の期待に応えられる、そ

ういうことを考えております。職員一人ひとりが自

らの役割に自信と誇りを持って挑戦し、意見を言い

やすい、そういった環境づくり、これも大切にして

いきたいと思います。 

 日々の誠実な姿勢と挑戦を後押しする、そういっ

た組織風土、市役所一丸となって、これらの施策を

推進してまいりたいと思っております。 

○10番（濵田 尚君） 魅力あるまちづくりを徹底

的に進めていくということで、今、職員の皆さんと
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一緒になって取り組んでいくという力強い表現もい

ただきました。 

 その部分、非常に大事な部分だと思っております。

理念、そしてビジョンの共有というのが大事であり

ます。そして、その先には相互信頼関係の構築とい

うのが大事でありますので、そういったところもし

っかりと進めていっていただきたいと思います。や

はり、何を成し得たかというのを主眼に置いて取り

組んでいただきたいと思います。 

 そういった中で、先ほど言いましたように、短い

時間であります。そういう短い時間の中で成果を上

げるには、やはりスピードが大事だと思います。Ａ

ＩやＤＸなどでも民間と連携・協力していかなけれ

ばなりませんし、これからは様々な場面で民間人の

経験やスキルをお借りしなければいけないと思って

おります。 

 また、国や県の機関との連携強化も、以前申し述

べたところでありますけれども、重要と考えます。 

 そういったところで、市長、どのようにお考えで

すか。所信をお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 民間の活用とか、あるいは

国との連携、こういうことであろうかと思いますが、

おっしゃいますように、時間は限られております。

そうした中で、スピード感を持って、スピードを上

げてということになってきますと、民間であったり、

あるいは国との連携、極めて大事な部分であろうと

思います。 

 そのために、例えば国との連携ということで、今、

国の機関への職員派遣というのもできないものかと

考えております。例えば、国交省であったりとか、

環境省であったりとか、これからの事業を進めるに

当たって重要な、そういう国への機関への職員派遣、

これも国との連携強化を進める上では有効ではない

のかな、こういうことも考えております。 

 そして、特にＡＩですとかＤＸ、こういった分野

になってきますと、民間のほうが極めて得意といい

ましょうか、そういう状況であると思いますので、

こういった民間の活用というのも大事であろう、こ

のように思っております。 

○10番（濵田 尚君） 非常に重要な部分でもある

かと思います。やはり限られた時間でありますので、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 総じて、事業を力強く推進していくには、やはり

政治力というのも重要であります。パイプを持ち、

そのパイプを太くし、信頼関係を構築していく、ひ

いては、そういったところから情報の提供や助言の

享受など、そういったのも大事かと思いますが、そ

ういったことに積極的に取り組む必要があると思い

ますけれども、市長の所信をお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） おっしゃいますように、そ

ういった力というのも活用しながら、スピード感を

持って、そして目標を達成する、こういうことであ

ろうかと思います。 

 私は、やはり、例えば国との政治力含めて信頼関

係、これ一つ一つ大切に積み上げていくという、こ

のことが大事だ、このように思って日々そういう活

動をしているつもりでございます。 

 これからも、そういった大事にする部分、そして

組織としてやはりいちき串木野が信頼できる、そう

いうまちであってほしいという思いで、これからも

関係機関、それから関係の皆さん方と信頼関係を築

く中で、そういったもの、政治力につなげていきた

い、このように思っております。 

○10番（濵田 尚君） このことは非常に大事なこ

とで、ひいては市民の皆さんの幸せのためでありま

すので、全力で取り組んでいただきたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 次に、美しいまちの創造についてであります。 

 美しいまちになることは、快適な環境で心地よい

市民生活につながります。そして、まち全体の質と

価値を高めると思います。結果、市民の満足度を上

げることにつながっていくと思います。総合計画の

第４章にも「利便性が高く美しいまちを創造する」

というようなくだりもあります。 

 最近は、ある程度、社会資本の整備もされて充実

してきてはおりますけれども、街路樹の更新の課題

は、県道や市道においては歩道の整備と合わせなが

ら取り組まれております。以前よりは対応がなされ

ていると感じますけれども、しかしながら、歩道に

しても道路にしても、経年劣化により、その劣化か
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ら起因する草木の著しい繁茂にもつながって、景観

を損なう状況にもあります。 

 そしてまた、市民からの管理の要望というのが非

常に増してきている状況がありますので、こういっ

たことを踏まえて、植栽の管理の方法の抜本的な見

直しが必要ではないか、お伺いいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 本市の街路樹は、

昭和60年頃、街路二種改良事業により植樹され、40

年以上が経過しており、成長の早いクスノキなどは、

車道や民地まで伸びることがあり、２年から３年ご

とに枝払いを行い、また、舗装の根上がりの箇所に

つきましては、その都度現場を確認し修繕で対応し

ております。また、市街地の交差点及び横断歩道の

ある場所では、歩行者が確認しやすいよう低木の除

去も行っております。 

 なお、本市で歩道整備を行う際、基本的な考え方

につきましては、セミフラット方式を基本とし、歩

行者が通行する部分の有効幅員が1.5メートル以上

あり、かつ高木の植樹ますが1.2メートル以上の場

合、こういったものが確保できる場合において、高

木の更新を検討し、なおバリアフリー化を進めてい

るところでございます。 

○10番（濵田 尚君） 今、バリアフリー化を進め

ているということでありました。 

 確かに、歩道の部分にも高木がたくさんございま

して、更新を二、三年にと言われていますけれども、

やはり、非常に成長している状況でもございます。

そして、地球温暖化で、夏場なんかはその植栽も管

理が追いつかない状況もございます。 

 植栽の管理は、当初より頻度を増す必要があるん

じゃないかなと思いますけれども、その辺のお考え

はどうでしょうか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 街路樹の管理につ

きましては、高木、低木、この管理の仕方で、現場

を確認しながら、その場所に応じた対応を行ってま

いりたいと考えるところです。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ、言われる前に管理を

していただきたい。そこが市民の皆さんからの要望

でありますので、しっかり対処していただきたいと

思います。 

 街路樹がたくさん……、1,200本とか高木が、以

前一般質問でも言われましたけれども、街路樹の必

要性等、住民から、結構、落ち葉の処理に困ってい

るというようなことも言われておりますので、そう

いった対処についてお伺いいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 本市の幹線道路に

は約1,200本ほどの高木が植えられております。街

路樹の役割としましては、蒸散作用を通じて周囲の

温度を下げ市街地の気温上昇を抑える効果や、交通

騒音を軽減する効果ももたらすとともに、市街地部

の景観を美しく季節を感じさせる要素があると言わ

れております。 

 このことから、歩行者の通行に支障にならない範

囲で必要であると考えておりますので、今後、街路

樹を更新する際は、本市の歩道整備、基本的な考え

方に基づきまして、高木については常緑樹を採用し

ていきたいと。なおかつ、成長の遅い樹種を選びな

がら、植栽の間隔等も考えながら、整備をしてまい

りたいと考えております。 

○10番（濵田 尚君） 市街地にはやはり緑という

のは大事なところでありますので、当初計画では、

市街地でもないところの道路計画でも緑地帯、歩道

の部分に街路樹を結構植えた経緯もございます。市

街地のそういった景観、街路樹というのは大事だと

思っておりますけれども、やはり、その場所場所で、

ここにこんな街路樹が必要なのかっていうのを考え

ていって研究していただきたいと思います。 

 市民からの要望も非常に多うございますので、例

えばツツジの部分も。ツツジの部分だったら、なか

なか地域の人たちが草刈りに手を入れられないとこ

ろもありますので、そういったところも、更新とい

うことを考えていっていただきたいですけれども、

答弁を願います。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 低木に多く植えら

れているツツジにつきましては、なかなか中から生

えてくるカヤ等の除去に手間がかかる状況でござい

ますので、今、まずは、大きな交差点で歩行者が見

通しを確認できるよう、まずは交差点部分、あるい

は横断歩道、そういったところで歩行者が確認しや

すいような整備をするために、優先して低木を撤去
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しているところでございますので、また、その場所

を確認しながら、場所に応じて対応してまいりたい

と考えます。 

○10番（濵田 尚君） その辺、しっかり対処して

いただきたいと思います。 

 美しいまちづくりには、やはり市民の手が必要で

ございます。本市は、平成19年に条例が制定されて

おります。市民の手による美しいまちづくり推進条

例であります。 

 以前、同僚議員が条例についても質問されました

けれども、きれいなまちづくりということで、長島

町の道路が非常にきれいだと。花がいっぱいという

話をされました。私も、訪れたときに、作業されて

いる住民の方がいらっしゃいましたので、お聞きし

たことがございました。「よく、皆さん、たくさん

の方できれいにされてますね」と聞いたら、「いや、

どこの集落もすっでな。こいが当たり前やっと」と

いう、そんな雰囲気でした。そう言われました。長

島町は、ふるさと景観条例が施行されていたり、き

れいな花の道、フラワーロードを提唱されて、そし

て、ふるさと景観サポーターという取組もされてお

ります。そういった活動がベースにあって、地域の

人たちも一生懸命取り組まれているのかなと思った

次第であります。非常にいい印象を持ちました。 

 そこで、本市における住民主体の美化活動の支援

の状況はどうか、お伺いいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 本市では、いち

き串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条

例の趣旨に基づき、住民主体の美化活動を支援して

おります。 

 具体的には、地区や公民館等で実施するボランテ

ィア奉仕活動に対し、ごみ袋の配布、ごみの回収、

環境センターへの持込み料金の免除を行っておりま

す。 

 今年度のボランティア申請件数は、令和６年度の

73件に対し、11月末時点で70件となり、多くの方々

が積極的に活動をしていただいている状況です。 

 市としては、引き続き、これらの活動を支援する

とともに、広報・周知を強化し、美化活動への参加

しやすい環境づくりに努めてまいります。 

○10番（濵田 尚君） こういった活動を広く知っ

てもらって、広報・周知を強化するということで、

全力で支援していっていただきたいと思います。 

 そういった地道な活動に対して、市のほうもそう

いう活動をたたえるということも大事かなと思いま

す。たたえながら広く周知していく、そして、いい

サイクルになっていけば、よりよい地域づくり、環

境づくりにつながると思いますけれども、そういっ

た表彰制度といったものは設けてもいいんじゃない

かと思いますけれども、お伺いいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） いちき串木野市

市民の手による美しいまちづくり推進条例は、自ら

の地域環境を向上させるために、主体的に行動する

市民の力を促進することを目的としています。この

趣旨に基づき、美化活動の支援を引き続き行うとと

もに、活動のさらなる充実を目指します。 

 また、これまでに、生涯学習推進大会では、ボラ

ンティア美化活動を評価され表彰を授与された方も

いらっしゃいます。 

 今後も皆さんの活動の励みとなるよう、表彰につ

きましても、今後検討してまいります。 

○10番（濵田 尚君） これ、大事なことだと思い

ます。広く知っていただく、そして、たたえるとい

うのは大事なことでありますので、一緒に、共同・

共生の活動の根幹の部分だと思いますので、取り組

んでいっていただきたいと思います。 

 そういった美化活動へ参加しやすい環境づくりと

いうのを構築するためには、道路や公園等のアドプ

ト制度が有効だと思っております。アドプト制度と

いうのは養子にするというような言葉でございます

けれども、早急にそういったものを導入すべきでな

いか、お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 今、美化活動ということで

お話でありますが、大きくは二つかなと。一つは地

域内の清掃活動、そして、もう一つは花いっぱい運

動といいましょうか、大きくこの二つぐらいあるの

かなと思っております。 

 そうしたときに、具体の例を申し上げてなんです

が、例えば神村学園前の駅前の状況です。このトイ

レの清掃につきましては、学園側のほうがボランテ
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ィアでもって作業をしていただいております。そし

て、駅前の花壇につきましては、特別支援学校の皆

さん方が手入れをされていると。 

 今おっしゃいますように、里親であり、そして養

子にするという、公共施設あるいは花壇を自分の子

どものようにと、そういう思いでされる、こういう

輪が広がっていくことは大事であろうと思いますの

で、どういう形が望ましいのかというのは今後また

検討させていただきたいと思いますが、一つの例と

して、今申し上げたようなことでございます。 

○10番（濵田 尚君） この部分、市長のマニフェ

ストにも書かれておりました。非常にいいことだよ

なと。こういう機運をどうつくっていけばいいのか

なというのがやはり課題だと思うんですよね。地域

内で、この公園だったら自分たちでしましょうとい

うような、やはり自分たちで。条例ではありません

けれども、自分たちの手によって美しさを保ってい

く、そういった機運をつくっていく制度、こういう

のは大事だと思っておりますので、先進地の研究を

したり、我々もどういった形がいいのか考えていき

たいと思っております。 

 やはり、美化活動できれいになるということは、

地域の人にとっても、生きがいであったり、やりが

い、そして一番はふるさとへの愛着だと思っており

ます。そういった視点からも、しっかり検討してい

っていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 その一方、空き家の問題ですけれども、深刻です

よね。近年、空き家の数が非常に増加しております。

さらに増加が見込まれると言われております。空き

家の対策の強化が急務になっております。使用目的

のない空き家も、この20年で1.9倍に増えているそ

うであります。2018年が349万戸、日本でですね、

2030年には470万戸になると見込みが出されており

ます。先日の南日本新聞にも、空き家の指導をした

ということで掲載されておりました。 

 まちを見渡しますと、管理不全の空き家が目を引

きます。その管理不全の空き家から地域への……、

「どうにかならんか」というような苦情も最近非常

に多くなってきております。 

 そういったところで、空き家等の現状と課題、適

正な管理などの取組、対策はどうか、お伺いいたし

ます。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 危険空き家が発

生する前の段階で、市民から寄せられる空き家に関

する相談・苦情に速やかに対応を行っているところ

であります。現地確認を行い、写真を添付した通知

を所有者へ送付して、適切な管理を促しているとこ

ろです。 

 また、令和６年に施行された相続登記義務化を活

用し、相続権利者の調査を通じて管理責任を明確化

し、早期の対応を推進し、管理不全状態の空き家が

特定空家化することを未然に防ぐように努めている

ところであります。 

○10番（濵田 尚君） 昨年、令和６年の４月から、

管理不全建物管理制度というのがスタートをしまし

たよね。これは、早い段階から空き家の所有者に適

切な管理を促すためですよね。そして、あわせて、

先ほど言われましたように、固定資産税の減免を解

くというような、そういったことで空き家対策がよ

り一層進んでいくんではないかなと思っております。 

 ずっと対応されていますけれども、まだまだ増加

する傾向にあるわけですよね。そうなれば、やはり

対応の窓口、しっかりした空き家対策の窓口の設置

とか、見識を持った人材の確保とか、そしてこの制

度と一緒にスタートした空家等管理活用支援法人、

民間と一緒になってやる取組ですけれども、こうい

った検討はどうかお伺いいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 令和５年12月に

施行された空家対策特別措置法により、これまでの

特定空家に加え、新たに管理不全空家への対応が可

能となりました。 

 本市では、特措法制定を踏まえた対応は実施して

おりませんが、対応に向けた体制づくりのため、関

係部署との連携を強化してまいります。 

 また、適切な管理の促進に向けて、所有者への通

知や助成制度の周知を引き続き徹底し、生活環境に

悪影響を及ぼす空き家の解消を目指していきます。 

○10番（濵田 尚君） その助成制度でありますけ

れども、やはり、近年は物価が高騰して……、解体
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補助金の話ですけれども、本市が30万円ですかね、

出ておりますけれども、物価高騰もあります。そし

て、より事業を促進するという意味では、この補助

金、上乗せしてもいいのかなと、ある程度。そうい

った思いもあります。それが、また事業へスピード

感を増していくような取組だと思いますけれども、

その辺の検討はどうでしょうか。お伺いいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 現在、本市では、

危険廃屋等解体撤去補助金を活用し、解体費用の助

成を行っています。近年、補助金を活用した解体件

数の増加が見られ、住環境改善に寄与しているとこ

ろです。 

 一方で、解体費用の増額については、市の財政状

況や国の方針を踏まえた調整が必要になりますが、

近年の物価及び人件費の増加等による解体費の高騰

を考慮し、補助金限度額の見直しを行い、空き家問

題の解決に向けた取組をさらに進めていきたいと考

えております。 

○10番（濵田 尚君） 見直しの検討をぜひ進めて

いっていただきたいと思います。やはり、このまち

は早い段階で解体に着手できるというのは大事なこ

とであります。それが、また土地の有効活用にもつ

ながりますので、しっかりと進めていっていただき

たいと思います。 

 空き家対策を充実することや市民の手による美し

いまちづくりに取り組むことは、より一層このまち

に住みたいと思う方が増えると思うんです。そうい

ったことを願い、この項を終わり、次に移ります。 

 次に、原子力立地給付金等交付事業についてであ

ります。 

 書いてありますように、市来地域は交付対象地域

外でありますけれども、以前、同僚議員からも質問

もあって大分期間が久しいですけれども、制度の内

容とこれまでの具体的な取組はどうか、お伺いいた

します。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 原子力立地給付金

についてであります。 

 この給付金につきましては、昭和56年に創設され、

原子力発電所の立地市町村やその周辺市町村の住民

や企業に対し、地域の振興と住民の福祉向上を目的

として交付されるものであります。 

 交付金の算定に当たりましては、国の市町村合併

に伴う交付金の取扱い基本方針に基づき、合併前の

市町村の枠組みを基本とされており、議員お説のと

おり、現在、市来地域については給付金の対象地域

とされてない状況であります。 

 一方では、立地市における市町村合併の特例とい

たしまして、旧隣接及び非隣接地域について、給付

額が増額、または新規に給付される取扱いが示され

ております。 

 具体的には、立地市である旧川内市では年間

6,000円、旧隣接であった東郷、そういう部分につ

いては4,500円、あと、それ以外で新たになった祁

答院、入来で3,000円となっております。本市につ

きましては、旧串木野地域が3,000円でありますと。 

 このような中で、本市につきましては、羽島・荒

川地区について、原発の距離を比較した場合に改善

を要望し、16年度から電源交付金の移出県枠を活用

して、立地市と同額となるよう加算給付を行ってお

ります。 

 これまでの取組といたしましては、本市として、

資源エネルギー庁などに対し、市町村合併により利

益を受ける地域と受けない地域の不均衡が生じてい

る現状を説明し、交付地域の拡大や距離的条件を勘

案した条件見直し措置を継続的に要望してまいりま

した。また、特に川内原発の運転期間延長の際には、

県に対しまして、交付金制度の格差是正について要

望したほか、九州地方電源地域連絡協議会において、

毎年、各関係機関に対し要望を行っております。 

 今後につきましても、様々な機会を捉えながら、

改善に向けた要望を行ってまいりたいと考えており

ます。 

○10番（濵田 尚君） 旧市来町も半径20キロメー

トル圏内がほとんどですよね。そういった中で、阿

久根市、薩󠄀摩川内市、いちき串木野市、その一部の

いちき串木野の市来地域だけがそういう事業が当て

はまらないというのは、やはり20キロメートル圏内

がほとんどというところで、この不均衡是正を訴え

ていかなければいけないと思っております。 

 もう一つ大事なのが、原子力発電施設等周辺地域
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企業立地支援事業、通称Ｆ補助金であります。 

 このＦ補助金、本当に使い勝手もよくて、結構補

助金出ますよね。原則８年、そして最長ではいろい

ろ施設を更新したりしていって24年交付できるとい

うようなＦ補助金があるんですけれども、これが、

例えば安茶地域、当てはまらないんですね。そして、

溝を挟んで、その向こう側はＦ補助金、オーケーな

んですよ。旧串木野市ですから。やはり、これは、

国、いろんな機関にその窮状は強く訴えるべきだと

思います。 

 やはり、Ｆ補助金というのは割と企業誘致にとっ

ても大事な部分でもありますので、このＦ補助金に

関しまして、どのようにお考えかお伺いいたします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 議員お説のとおり、

Ｆ補助金、こちらについては電気料金の40％が交付

される、こういう形の有利な補助金で、本市の産業

の活性化、そういう分には十分役に立っている補助

金であります。 

 令和５年の40年延長の際にも、産業振興という部

分の中で、このＦ補助金の市来地域を対象に加える、

そういう要望も行っております。 

 今後につきましても、今、乾式貯蔵施設という部

分もあります。そういう部分の機会等、様々な機会

を利用しながら、こういう要望活動を続けてまいり

たいと考えております。 

○10番（濵田 尚君） この取組は大事な取組だと

思います。制度がもう決まっていると言えば最後か

もしれませんけれども、やはり、この窮状をちゃん

と訴えていって、その制度に風穴を空けていくよう

な取組をしていかなければいけないと思うんです。

粘り強く取り組んでいっていただきたい、そのよう

に申し述べて、次に移ります。 

 道路行政についてであります。 

 島内松原線の進捗と今後の計画についてをお伺い

いたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 市道島内松原線改

良事業は、国道３号島内交差点から国道270号交差

点をつなぐ1,347メートルの１級市道のうち、川南

ほ場整備事業に合わせて用地を確保いたしました

830メートルについて、平成29年度から工事を着手

し、令和８年度の事業完了を目標に施工中でござい

ます。 

○10番（濵田 尚君） 令和８年度で完了というこ

とでありますけれども、島内松原線は完了した部分

から国道３号までの間、そこを通る交通量というの

は、その間に食品工場もありますので、改良した部

分よりも通行量が多いと私は認識しております。 

 そして、今まで大型車の脱輪が多かったのもあの

部分でありますので、そこを今後は……、国道の下

井手橋なんかも大里川の改修でまたしていけますけ

れども、やはり、あの部分、何らかの形で整備すべ

きだと思いますけれども、今後はどうでしょうか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 市道島内松原線と

市道鳥居松線の交差点から国道３号島内交差点まで、

約450メートルが今おっしゃるところであると思い

ます。 

 このうち国道３号側からの100メートルにつきま

しては、大里川の改修で見込まれている国道３号下

井手橋の架け替え工事や島内交差点の改良計画の実

施時期が明確にされていないことから、このまま改

良を進めますと、国道３号島内交差点付近の市道取

付工事に手戻りが出ることなどから、現在、整備を

計画していないところでございます。 

 残る350メートルにつきましては、平成29年に整

備計画を作成するに当たり事前調査を行いましたが、

用地の取得が困難であると判断したことから、現在、

拡幅する計画はございません。 

 しかし、路肩には構造物がないことなどから、離

合の際、通行に支障がある箇所につきましては、路

肩の補強などを行う修繕等で対応してまいりたいと

考えております。 

○10番（濵田 尚君） この路肩の補強、これは急

いですべきだと思います。そして、これから大里川

の改修等々進んでいきますので、精力的にその計画

のほうも進めていっていただきたいと思っておりま

す。いずれにしましても、大事な道路でございます

ので、早い対処をお願いしたいと思います。 

 続きまして、鳥居松線の進捗、道路整備について

であります。 

 鳥居松線というのは川南ほ場整備の真ん中の道路
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でありますけれども、そこが、舗装は一部されてお

りますけれども、舗装がされてない状況でもありま

すので、道路整備の計画についてお伺いいたします。 

○農政課長（久木田 聡君） 市道鳥居松線におけ

る道路整備の計画についてであります。 

 川南地区では、ほ場整備事業に伴いまして850メ

ートルの道路拡幅施工を実施してまいりましたけれ

ども、拡幅部分につきましては、現在、営農計画を

支えるための駐車帯としての利活用がされていると

ころでございます。 

 これは、設計段階で将来的に舗装部分を拡幅する

見込みで、片側１車線の６メートル～７メートルの

道路部分を確保いたしましたけれども、地元の推進

委員会におきまして、農機具の移動や軽トラックの

駐車など、営農作業に支障が出る等の理由から、こ

のままのほうがいいという要望で、現在の形になっ

たところでございます。 

 御指摘のとおり、一部舗装部分と未舗装部分に段

差が生じており、離合の際や自転車の通行等に支障

が懸念される状況は認識しているところでございま

す。 

 しかしながら、道路の全面舗装につきましては、

路肩に止める農作業者が駐車違反になるため営農活

動に支障が出ることや、大型車両の増加に伴う事故

発生の懸念、こういったものを総合的に勘案いたし

まして、現時点では予定はしていないところであり

ます。 

 一方、路面の陥没、それから通行への支障、これ

につきましては、駐車帯路盤の維持管理により事故

防止に努めるとともに、駐車帯部分のコンクリート

舗装、こういった対策などを検討してまいりたいと

考えております。 

○10番（濵田 尚君） 駐車帯のコンクリート舗装、

非常にそれはいいかなと思っております。 

 あちこちのほ場整備を私見たりするんですけれど

も、ほ場整備の真ん中の広い道がああいう状況とい

うのは、こんなところあるかなって、そんなところ

もございます。やはり、営農に支障があるのでした

ら、最初の段階でちゃんとそういった広場を設ける

なりのこともしていてよかったのかなと思うところ

でございます。 

 いずれにいたしましても、やはり、コンクリート

舗装などはしなければ、自転車の通行も……、舗装

の部分に来るんですよね。そうしたら、危ない場面

もあります。こっちは舗装を走っていても、向こう

はまた舗装に来るんですね。そうしたら、自分が止

まらないといけないというような場面も何回もあり

ます。ですから、交通安全上もいろいろ、その辺も、

現場をもう十分見られていると思いますけれども、

どういう形がいいのか、そこをしっかりと現地を見

ながら対処していっていただきたいと思います。 

 これらの関係者との協議、そして問題解決に向け

て、早急に対処していただくことを申し述べて、一

般質問の全てを終わります。 

○議長（松崎幹夫君） 次に、原口政敏議員の発言

を許します。 

   ［12番原口政敏君登壇］ 

○12番（原口政敏君） 私は、自由民主党を代表い

たしまして、市長と教育長に五つの問題を質問いた

します。 

 質問に先立ちまして、大分県の火災、さらには青

森県の地震におきまして、被害を受けられました皆

様方に心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、１番目のサルの被害対策でございますが、

以前は、山の奥深く、サルも生息をしておりました

けれども、最近は、住民の皆さんが住んでいるとこ

ろまでサルの被害が及んでいるわけでございます。 

 ９月議会におきまして、わなを２基、可決をいた

しました。１基500万円だったと思っておりますが、

そのわなは今どうなっているのかどうか、お伺いを

いたします。 

 さらには、サルは銃によって取ることは大変難し

いわけでございます。クマと一緒で、人家のある

200メートル以内は発射できません。さらには、対

岸に石とか固いものがあるところには発射できない

わけでございます。私も四十数年、鉄砲を持ってお

り、猟友会に参加しておりましたが、サルは１頭も

撃ったことはありません。 

 今年は銃でゼロ、６年度は３頭、５年度は２頭だ

ったと思っておりますが、したがいまして、銃じゃ
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なく、わなを増やす計画はあっていいのではなかろ

うかと思っております。 

 まず、この９月に可決いたしました、２基のわな

はどうなっているのか伺いまして、１回目の質問を

終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 原口政敏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 サルの捕獲わなの設置状況についてということで

ございます。 

 サルによります農作物の被害は、特に川上地区、

冠岳地区においては年間を通じて発生している、こ

ういう状況でございます。これまで、地域からの目

撃情報を受けて、すぐに職員が駆けつけましても、

既に移動した後であったり、あるいは、追い払って

も近くに果樹などの餌が残っていればすぐにまた戻

ってくる、こういったことで大変苦慮している、こ

ういうことでございます。 

 このため、先の９月議会で大型の捕獲檻及びＧＰ

Ｓのデータ受信局を設置し、地域による追い払いな

どによって、農作物の被害軽減を図ることといたし

ました。 

 現在、大型の捕獲檻を川上と冠岳に１基ずつ設置

する予定としておりまして、その設置時期は３月ま

でということになっているようでございます。 

 11月にＧＰＳ位置情報の受信局を、冠岳は徐福展

望公園、そして川上は平木場に設置して、受信した

データの見える化ができるようになっております。

出没するポイントや移動経路が把握できるようにな

ったことから、効果的に捕獲できる設置場所を専門

家の助言を得ながら、今、検討している、そういう

段階でございます。 

 また、現在、川上地区におきましては、県事業で

鳥獣被害対策の講習会を開催し、ワイヤーメッシュ

の柵の被害防止や潜み場所の解消、電柵の正しい設

置など、サル、イノシシ、シカ対策の勉強をしてい

るところでございます。 

 現在、ＧＰＳデータを基に、サルが接近してきた

際に地域住民の有志に情報を提供することで、追い

払いを協力してもらいながら、農作物の被害防止、

これに努めることといたしております。加えて、猟

友会でハーフライフルを所持する会員がサルの駆除

に意欲があると聞いております。受信データを基に

銃による駆除を進めるなど、様々な手段でサル被害

軽減に努めてまいりたいと考えております。 

○12番（原口政敏君） ９月に設置して、私はもう

捕獲体制ができてると思っていたんですよ。３月で

すか、あまりに遅いんじゃないですか、市長。９月

に可決したんですよ、２基、500万円だったですね。

私はもう捕獲状態に入っていると思ったんだけれど

も、３月までですか。何でそんなに遅いんですか。

それは、あまりに遅すぎるんじゃないの、どうなの。 

○農政課長（久木田 聡君） わなの設置時期につ

いてです。 

 今ありました、予算をいただいてから、捕獲檻だ

けではなくて、そういったＧＰＳの基地局等もする

中で、設置する場所というところが、やはり効果的

に捕獲できる場所に設置したいという考えがありま

す。そうした中で、どういう場所に出没するか、ど

ういう場所で過ごすかというところをある程度把握

した上で、設置する効果的な場所を把握するという

ことで、まずはＧＰＳ基地局のほうを設置いたしま

した。それに伴いまして、行動経路、それから夜と

どまる場所、そういったところもある程度見えてき

たところでございます。 

 こういったものを基に設置する場所を検討すると

いうことで、若干時間を要したところでございます。 

○12番（原口政敏君） もう既に私は設置して捕獲

体制に入っていると思ったんですよ。 

 だから、それを急いでもらって。どこでんかしこ

でんしたら入らないんですよ。川内市は串木野と境

にして１頭も取ってないからね。 

 そして、もう一つの方法はね、市長、狩猟は11月

から２月までしか撃てませんからね。撃てないんで

すよ。それ以外、市民から「サルが来た」「イノシ

シが来た」というのは撃てるんですよ。ところが、

サルは、今ここに来たって、行ってもいません。速

いから。サルの移動は速いんですよ。 

 だからね、市長、一つの方法として、柵を増やし

て、あるいは銃、これを１年間撃っていいと。サル
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はたしか１頭で４万円近くだったよね、市と県が。

たしか私の記憶では、市が３万6,000円、３万4,000

円か、市が6,000円で、４万円もらえるんですよ。

だから、本当は狩猟組合は撃ちたいんですよ。だけ

ど、撃てない。私も、四十何年銃を１回も撃てなか

った、サルは。サルは、本当に見たら撃てないよ。

銃身に手を当てたことはあるんだよ。だけど、引け

なかった。 

 だから、市長、その間、11月から２月まで、以外

の間はいつでも取っていいですよという条例を制定

されませんか、市長。俺は市長に聞いてるんだよ。

条例制定だから。 

○副市長（出水喜三彦君） まず、わなの設置に関

しては、議員のおっしゃるとおり、どこでんかしこ

でん設置しても効果がないということですので、効

果的に捕獲を進めるために専門家と今検討している、

こういう段階ということで御理解をいただきたいと

思います。 

 それから、猟期に関しての……、狩猟につきまし

ては、現在のところは、その期間の中においても、

農家から、あるいは市民から苦情等あったときには、

指示書を出す形で狩猟をしていただくと。このよう

な状況を取っているところでございます。 

 その期間を限定せずに１年中通して捕獲、これを

推奨することにつきましては、その補助金の在り方

等も含めて検討も、調整が必要かと思いますので、

その点、考えさせていただけたらと思います。 

○12番（原口政敏君） わなを増やして、それで条

例改正をして、11月、２月まで以降は撃っていいで

すよということをしないと、サルは減らないよ。 

 １頭撃ったら４万円取れるんだから。だけど、お

金はみんな欲しくない、サルは撃てない。顔を見た

ら撃てないよ、サルは。 

 だから、１年中、条例改正をして、市長、検討し

て、撃つように。そして、わなも早急に、課長、設

置しなさいよ。２基じゃ駄目だよ。増やして。 

 私が、市長、選挙で回って、一番多かったのは

「サルを何とかしてくれ」っていう声だったですよ。

もういろいろ言いましたので、市長もされるだろう

と思っております。 

 この項は終わって、次に行きます。 

 大里川の拡幅でございますが、線状降水帯でどこ

で大雨が降るか分かりませんよね。たしか、市長、

あなたが副市長時代だったですね、大里川の上流が

欠壊して、大きな被害が出たですね。あのときの農

協は全部つかって、コンピュータも全部駄目になり

ましたよ。市長、覚えておられますね。もちろん人

家も被害が出た。 

 今、大里川は下流はもう済んでいますよ。だけど、

上流に関しては何らない。県に急いで、市長が早急

な対策をしてもらいたい。 

 実は、市民の皆さん方が一番心配なのは、大里川

の大里地区の皆さんですよ。欠壊なんですよ。 

 今度13日、知事が来られますね、市長。そのとき

に陳情を出すように、もうつくっていらっしゃいま

す。それほど心配をしていらっしゃるんですよね。

市長、何とか早くできるように、私も今度は13日は

行って知事にもお願いしますが、市長、何とか前向

きに、今以上に力を入れて、欠壊しない前に大里川

を拡幅する考えはございませんか、市長。市長の口

から答弁をくださいよ。 

○市長（中屋謙治君） 今、県のほうで大里川の改

修事業を進めておりますので、まずは、この現状を

担当課のほうから説明させてください。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 大里川の河川改修

につきましては、全体計画延長5,145メートルのう

ち、本市の区間が下流の石瀬橋側から島内の門前橋

上流まで約3,995メートルとなっており、現在は、

国道270号薩摩渡瀬橋の架け替え工事の早期完成に

向けて、工事費を確保しながら事業を進められてい

るところでございます。 

 用地の取得状況につきましては、事業主体である

鹿児島県によりますと、工事中の薩摩渡瀬橋から上

流側の学校橋までの間、未契約の５筆の土地につい

て、次回の交渉に向けて状況整理などを行いながら、

準備ができ次第、交渉を行っていくとのことでした。 

 また、学校橋から上流への平佐原地区は、用地調

査が完了し、土地の境界立会い等が終わっておりま

すので、用地費が確保でき次第、用地交渉を行うと

いうようなことでございました。 
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○12番（原口政敏君） 課長、市長もいろいろ忙し

いから、あんたが担当課長だから、１日でも早く大

里川の拡幅ができるようにね。まず買収だよ。１人

が反対したらできないんだから。そうでしょう、課

長。あんたも身を持って思ってるでしょう。そこが

おわらなできないんだよ。１人印鑑を押さないだけ

で。そういうのもあり得る可能性があるんだから、

早く、課長、県に要請しなさい。いいね。よろしい

ですね。市長も忙しいから、あんたが行って。あん

たの責任だからね。 

 では、この項を終わって、次に行きますから。 

 魚価の安定について伺いますが、沿岸漁業の皆さ

ん方は、もう値が安くて経費も出ないと辞められる

方もいらっしゃいます。 

 朝、市長、沿岸漁業の皆さん方は３時に出やっど、

３時に。なぜかというと、燃料を食わないから。７

ノットで行かれるわけです。２時間かけて。水深が

200メートルですからね。 

 だから、私はね、市長、明日から上げろとは言っ

ていませんよ。１年間通して魚価の相場を見て、そ

れから低いところは漁協に補助すると。そういう体

制は、市長、取れませんか。市長が答弁しなさいよ。 

○市長（中屋謙治君） 魚価の安定ということで、

過去の議会においても議員のほうから同じような質

問がございました。その際に、漁協と協議を行った

経緯がございます。本市としましても、魚価の安定、

これは重要な課題だと認識しておりまして、魚種の

選定、基準額の設定を何とかできないかということ

で漁協とも協議した経緯がございます。 

 結論から申し上げて、大変難しいというのが結論

でございました。そして、当時それができないとい

うことで、理由としましては、市場の需給バランス、

あるいは漁獲物のサイズ、あるいは鮮度、こういう

ものによって値段がかなりばらつくんだという、そ

ういうことがございまして、平均魚価の設定という

のはかなり難しいということでございました。 

 そして、もう一つ、今、燃油が高い、漁民の皆さ

ん方大変苦労しながらということでありますので、

こういうことを考えられないかということで、今、

検討しておりますのが、燃油高について、何なりの

支援というのは考えられないのかなと。 

 といいますのが、Ａ重油、お使いでしょうか。10

年前と比べますと、およそ値段が1.5倍ほどに上が

っております。この燃油高を何とか漁民の皆さん方

が御苦労されているのを支援できないのかなという

ことで、直接的な支援にはなりませんけれども、漁

業収入安定対策支援事業という、省エネ活動に対す

る補助制度というのがございます。すなわち船底に

ついたフジツボとか汚れ、これが結果的に燃費を悪

くすると。こういうことでありまして、これに関す

る補助制度がございます。 

 このことについて、さらに拡充できないのかとい

う、こういう観点で、漁民の皆さん方を支援して。

港まち、いちき串木野でありますので、何とか漁業

が続くようにと、こういうことを今検討していると

ころでございます。 

○12番（原口政敏君） 市長、それは、もう３年前

から実施していますよ。１年に１万円補助金が出て

るんですよ、知らなかったんですか。担当課は言わ

なかったの。ちゃんと、もう３年前から実施して、

私も恩恵を受けてるんだけれど、１万円は出てるん

ですよ。それは、もう前から出てますから。今市長

がそんとを言われんでもよか。もう今、実際にして

るんだから、１万円。補助金が出てるんですよ。 

 私が言いたいのは、先進地に行って、職員を視察

にやらせてくださいよ。いい先進地があるという話

を聞きましたので。 

 私は、１年間を通してしてください、明日からし

てくれとは言ってませんよ、１年を通してどうです

かと言ってるんですよ、市長。もう、その船底塗料

の１万円は今もらっていますから。私ももらいまし

たよ。それはもう前の話だ。市長、その話でしょう、

船底塗料１万円の。違うの、副市長。違うの、私が

言ってるのは。 

○市長（中屋謙治君） 前段おっしゃいました魚価

の安定、これを平均価格をもって補償できるような、

こういう制度ができないかと。これについては、引

き続き研究はさせていただきたいと思います。 

 先ほど、私が船底のほうの補助制度を申し上げま

した。今、経費がかなり高くなってきております。
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そういうことを含めて、今、限度額の見直しを含め

て検討したらどうかと。こういうことを議論してい

るということでございます。御理解いただきたいと

思います。 

○12番（原口政敏君） 失礼しました。理解しまし

た。今、１万円ですから、ぜひ２万円に上げてくだ

さい。そういうことで、この項は市長が２万円に上

げてくれるということを信じて、この項を終わりま

す。どうか、沿岸漁業の皆さん方を救ってください。

羽島漁協の二の舞にならないように。羽島漁協は倒

産しましたがね。倒産する前に市ができることは市

がしていただきたいということを申し上げまして、

この項を終わります。 

 次に、教育長にお伺いしますが、自転車通学、決

まった場所を決まった通路で通学する。今、交通事

故が多いですからね、教育長。 

 それで、この前、西村課長がうちに来やったから、

自転車通学で、前籠にいっぱい荷物を詰めて30セン

チメートルばっかり上がってる。１人は肩にかけて、

バックを。それで、後ろはいっぱいまた積んでる。

あれじゃね、教育長、事故をしますよ。西村課長は

見やったですか。私が「見なさい」って言ったよね。

自転車通学、見ましたか。私が言うとおりだった、

まず。見なかった、あんたは勉強せんかったたっが。

もう、すごいんですよ、教育長。 

 だから、なるだけ後ろに積みなさいと言うけど、

後ろに積んでも前にもバッグを積んでるんだから。

あれじゃ危ない。 

 来年から16歳以上は罰則になりますからね。罰金

になるんですよ。だから、その意味を含めても、や

っぱり自転車乗りは決まったルールで決まった場所

を行くという指導は必要だと思っておりますが、教

育長、どうですか。 

○教育長（相良一洋君） ただいま原口政敏議員の

仰せのとおり、やはり現場に行って子どもたちの実

態を把握しないといけないということで、担当指導

主事を向かわせました。 

 朝の通学、また下校、そこをしっかり指定された

通学路を通っているかということ、またはそういう

安全対策がなされているかということ等も含めなが

ら、判断をしていかないといけないだろうというこ

とで、今現在、学校では、自転車通学規定を設けて、

対象者に配付をしながら、通学の内容に基づいた指

導をしております。そしてまた、前の籠、または後

ろの荷台、また背負う重量、そこあたりのバランス

感覚をしっかりしないと、本当に今、議員が仰せの

とおり危ない。 

 そういうことも考えながら、やはり、徹底した指

導を学校と連携しながら教育委員会もしていかない

といけないだろうなと、こういうふうに考えており

ます。 

 市内の全小・中学校では、外部講師を招いて交通

教室等を実施しております。その中で、正しい自転

車の乗り方も指導をしておりまして、具体的なそう

いう指導をしないといけない場合には、やはり現場

を見て、そして学校がしっかり子どもの指導をして

いくということが必要だろうなと思います。 

 また、教育委員会のほうも、いろんなことに対し

ましては現場を見て、今後学校と連携をして、子ど

もたちが事故に遭わないようにしっかり進めてまい

りたいと考えているところです。 

○12番（原口政敏君） 昨年は、うちの会社の前に

並べてあった花鉢を全部壊していきましたからね。

あと１メートルしたら田んぼに落ちて大けがすると

こだったんですよ。うちが全部しましたけれども。

今度の選挙で、両親には言ってないだろうと思って

たんですが、行ったら、「すいませんでした」と初

めて言われましたよ。親に言ったらしい。 

 そういう事故があって、４年前は自動車との接触

事故もありましたからね。 

 やっぱりあるんですよ、教育長。だから、徹底し

た指導をして、通学路はここですよと。絶対、その

ほか、通学路以外は通さないような徹底した指導を

しないとね、教育長、大きな事故がないとも言えま

せんよ。そして今みたいにハンドルも切れない、い

っぱい荷物を積んでるから、前にも。 

 あの荷物を、教育長、１日で持って帰らなくても、

学校に保管できないんですかね。すごかったですよ。

西村課長は「見なかった」と言うが、あんたの勉強

不足じゃ。ちゃんと見たかといえば、あんたが来る



 
- 24 - 

10分前に重装備で帰ったんだから。 

 教育長、徹底した指導をしてくださいね。どうで

すか。 

○教育長（相良一洋君） やはり事故があってから

では遅いですので、ふだんの子どもたちの通学の様

子を教育委員会としてもしっかり確認をしまして、

学校と連携を図りながら。 

 今、ハンドル操作が自由にできない、そういうこ

ともあろうかと思います。そういう実態をしっかり

見抜きながら、置ける物は置いて少しでも軽くして、

交通安全に十分気をつけてというようなことで、学

校のほうにも指導してまいりたいと思いますので、

今後、また繰り返し繰り返し指導していかないとい

けないことだろうと考えております。 

○12番（原口政敏君） 教育長、大切な命を守らな

ければいけないですよね。いけません。命を守るた

めにしっかりした指導を行わないと、事故が起きて

からでは遅いんですよ、教育長。事故があったら、

あなたの責任ですからね。私が、何回もこんことを

言ってるんだから。いいですね。 

 この項は、しっかり指導されることを信じて、次

の項に参ります。 

 不登校。私のうちに９月から新入社員が入りまし

た。不登校の子どもでした。不登校。不登校で辞め

ましたけどね、２週間したらもう来ないようになっ

た。不登校生は社会に出ても続きませんね。 

 そこで、私は彼に「何であんたは不登校になった

のか」と。小学生時代からだったって。体はすごく

大きかったんですよ。１メーター90センチくらいあ

るんですよ。何で不登校になったのかというと、

「いじめが問題だ」とはっきり言いましたね。 

 だから、教育長、タブレットを今小学生にやって

いますよね。もう１年生からタブレットに、今４回

ばかりしか見てないというけれど、タブレットを開

いて、いじめがあったら報告しなさいというような、

もう、小学校１年から指導しないとね。いじめの問

題で不登校になるわけだから。その考えはありませ

んか。タブレットをいつも開いていると。 

○教育長（相良一洋君） この不登校の問題という

のは、低学年からやはりあるわけですね。その中で、

子どもたちの実態をしっかりつかみながら、不登校

の要因が何なのだろうかということを。やはり、早

期解決をしていかないといけないし、また未然防止

という観点から、しっかり家庭とまた学校と連携を

取りながら、子どもに寄り添った指導をしていかな

いといけないということが一番大切だと思います。 

 低学年のとき、１年生のときから指導はやってお

ります。やはり、今の現在は、友達関係の問題、こ

れが一番多いということでございます。また、学業

の不振、授業についていけない、また生活リズムの

不調、夜遅くまで過ごして朝起きられない、それで

学校に登校できない、また遅刻して行くというよう

なことの繰り返し。こういうことがやはり多くござ

います。 

 ですので、子どもたちの実態をしっかりつかみな

がら、そして、その子どもが何が原因であるのかと

いうことをしっかりそしゃくして、家庭との連携を

図りながら進めていかないといけないと。実態が一

人ひとり違います。また、複合している点もござい

ますので、それを早く、早期解決のために見抜きな

がら寄り添った指導をしていけばと考えております。 

○12番（原口政敏君） それから、市長、もう一つ

ありました。もう一つは、学校に行かないからつい

ていけなかったって、勉強に。「二つ原因があって

不登校になった」と私にはっきり言いましたね。う

ちで採用するということで一生懸命したんだけれど、

続きませんでした。 

 だから、二つ大きな問題があるわけだから。不登

校は今何人ですか。87名ですか、不登校は。それを

１人でも２人でも減らすような努力をしなければな

らない。二つの問題があるんだよ。いじめ、成績が

ついていけない。この二つの大きな要因があるから、

今87名だと思うから、それを１人でも２人でも、教

育長、減らす努力をしてください。どうですか。 

○教育長（相良一洋君） 今、令和６年度ですけれ

ども、本市の小学校では不登校生が、30日以上です

けれども42人、中学生が45人の合計87人ということ

になっております。 

 この子どもたち、週に一、二回、仮に休んだとし

ますと、２回休めば70日ぐらいになります。そうす
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ると、週に１回休んだときでもやはり30日を超えて

しまう。そのくらいの頻度なんですよね。そうしま

すと、もう少し頑張れば、この30日を切ることがで

きるという子どもたちも存在をしております。 

 しかし、一人ひとりに合った手ほどきをしていか

ないといけないので、今、本市には、教育支援セン

ター、市来の中央公民館にございます。それと、今、

串木野中学校内に支援室を設けておりますので、こ

ういうところで子どもたちをしっかり受け止めて、

そして、できるだけ学校に復帰できるようにという

ことの指導を重ねております。 

 また、十分に家庭と連携を取りながら、子どもた

ちに現地に行って見てもらって、そこで少しでも過

ごせる、そして慣れたところでまた学級に入ってい

くという、そういう段階を踏んだ指導を通しながら、

不登校の改善に今資しているところでございます。 

○12番（原口政敏君） 教育長、ぜひ、１人でも２

人でもいいですから、不登校生をなくすように努力

をしていただきたい。 

 最後に、市長に申し上げますが、今度の13日に知

事が来られますね。市長も行かれますか。行きます

よね。そのときに、大里地区の皆さん方が陳情書を

上げるということで、私と濵田議員も署名をするよ

うにしましたが、ぜひ、市長、そのことも知事に頼

んでくださいよ。よろしいですね。市長、いらっし

ゃるんでしょう。行かないの。行きますね。ぜひ市

長に、知事にお願いすることを申し上げまして、全

ての質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（松崎幹夫君） 次に、東育代議員の発言を

許します。 

   ［９番東 育代君登壇］ 

○９番（東 育代君） 皆様、こんにちは。お疲れ

さまでございます。改選後初めての一般質問の機会

をいただきました。今回は５名の新人議員が加わり

ました。女性議員も５名になり、大変うれしく思っ

ております。これからの４年間、新しく景色が変わ

ることを楽しみながら、私自身も、新たな気持ちで

前向きに取り組んでまいりたいと思います。 

 さて、今回は、市長マニフェストについてとスポ

ーツ大会の在り方について２件の質問をいたします。 

 令和７年度の市政方針で、「全国的な人口減少社

会の中で、厳しく展開されている都市間競争に打ち

勝ち本市が生き残っていくためには、粘り強い少子

化対策とまちの魅力づくりが重要である」と述べら

れております。今回の市長マニフェストにも「ワク

ワクするまちづくり2.0」、取組の柱として、少子

化・人口減少対策とまちの魅力づくりと掲げられて

おります。喫緊の課題ではありますが、一朝一夕に

解決できるものではありません。 

 そこで、少子化・人口減少対策について、まず初

めに、子育て支援の充実についてです。 

 三つの無償化の取組が始まっていますが、まちを

見回してみても、経済や人の動きは本当に静かです。

成果が見えるのはこれからなのでしょうか。現状に

ついて、市長の見解をお聞きいたしまして、壇上か

らの質問といたします。具体的な取組や成果、課題

については、この後順次お聞きしてまいります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 東育代議員の御質問にお答

えをいたします。 

 先ほども答弁いたしましたけれども、本市の最大

の課題は、やはり少子化と人口減少であります。私

は、１期目においても、この少子化・人口減少対策

を喫緊なおかつ最重要課題という位置づけをして、

市政運営の中心に据えて取り組んできたつもりでご

ざいます。 

 三つの無償化をはじめとする子育て支援の充実に

加え、イクボス企業応援事業など子育てと仕事の両

立支援、また定住促進補助金や薩摩スチューデント

奨学プログラム、こういったものによります移住・

定住促進、また、さらに外国人にも選ばれるまちと

して外国人留学生支援など、子育て世帯や若者世代

を中心に切れ目ない支援を行ってまいりました。 

 その結果として、この２年間、社会動態において、

転入超過、そして未就学児の増加、さらにまた25歳

～34歳の若年層が増加傾向に転じるなど、少しずつ

ではありますけれども、その効果が現れてきている、

このように捉えております。 

 特に子育て世帯の経済負担を軽減する三つの無償

化は、県内他の自治体に先駆けて実施したものであ
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り、市民の皆様からも評価が高く効果は大きい、こ

のように認識いたしております。 

 ２期目のマニフェストにおきましても、少子化・

人口減少対策を一つの大きな柱として掲げさせてい

ただきました。子育て支援や子育てしやすい環境整

備のさらなる充実を図り、引き続き重点的に取り組

んでまいりたいと思います。 

 おっしゃいますように、少子化・人口減少対策、

仮に今出生率が回復しても、その効果が現れますの

は20年30年先であろうと思います。一朝一夕では解

決できない、おっしゃるとおりだと思います。 

 しかしながら、希望を持って粘り強く継続的に取

り組み続けることで確かな成果に結びつく、このよ

うに考えております。若者、若い世代が、このまち

で子どもを産んで育て暮らし続けたい、そのように

思ってもらえるようなまちづくりを進めていきたい

と思っております。 

○９番（東 育代君） ただいま、市長から答弁を

いただきました。成果が少しずつ見えているという

ことでございます。 

 子育て支援の充実の取組として三つの無償化があ

りますが、これを含めて、子育て世代の移住・転入

の増加が見えている、若い世代の移住・定住も増え

てきているようにお聞きしております。 

 保育料について、子育て世代の方々からは、高い

保育料を払いながら仕事も頑張っていたけれど、本

当に助かると多くの声をお聞きしております。保育

料の無償化によって、経済的負担が抑えられたと喜

びの声も聞かれます。 

 子育て環境の１歩として、とても大好評ですし、

第２子、第３子と期待が膨らみますが、課題として

はどのようなものがあるとお考えでしょうか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 保育料の無償化に

関してです。 

 こちらにつきましては、保育園の就園率の増加と

か、そういうふうないい面が出てきております。 

 ただ、一方では、やはり保育士の不足とか、そう

いう部分も見えてきておりますので、保育士の拡充

とか支援とか、そういう部分についても粘り強く取

り組んでいく必要があると考えております。 

○９番（東 育代君） やっぱり課題もあるわけで

ございますよね。保育士の確保、これは本当に本市

だけの問題ではないと思っております。 

 保護者からはどのような声が聞かれておりますで

しょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） これ、三つの無償化、

保育料以外も含めての形になりますでしょうか。 

 保育料に関しては、声とすれば、先ほどおっしゃ

っていただいたように、働きながら保育料を払う、

こういった中では、非常に経済的な負担の軽減とい

う意味では助かるというようなお声をいただいてお

りますが、今申し上げましたとおり、保育士の確保、

その環境というのがより望まれると、このようなこ

とは聞いております。 

 あとは、給食費の無償化に関しまして、当然、こ

れも経済的負担の軽減ということで助かる反面、や

はり我々の課題とすれば、質の確保をいかに図って

いくのか、ここが課題だと思っております。 

○９番（東 育代君） 子育てと仕事の両立支援が

重要となってきております。子どもが犠牲にならな

いよう強く願っていますが、後でこの項については

再度質問いたします。 

 学校給食費についてです。 

 改選前に同僚議員が質問なさいましたが、子ども

たちへ提供する給食の質を低下させることがあって

はならないと思っております。学校給食について、

物価高騰が続いておりますが、提供する学校給食へ

の影響はどうか伺います。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 物価高騰

による学校給食への影響についてでございます。 

 近年の物価上昇が学校給食に使用する食材確保に

も影響を与える中、学校給食では、児童生徒に必要

な栄養バランスを確保しつつ給食を提供することを

第一優先に取り組んでいるところでございます。 

 今年度は、食材価格上昇分、約10％の給食費の値

上げを行ったことから、これまでどおりの学校給食

摂取基準を満たした栄養バランスや量の給食の提供

ができているところでございます。 

 今後も、食品価格の動向を注視し、必要に応じて

給食費の改定を行い、栄養バランスや量を確保した
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給食の提供を続けてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○９番（東 育代君） 子どもたちの成長を阻害す

ることのないように、献立に気を配って、子どもた

ちが笑顔になるような取組を期待いたします。 

 子ども医療費についても、少しお聞きします。 

 窓口無料化は、手持ちにお金がなくても受診でき

ることで、子どもだけでなく保護者にとっても喜ば

れておりますが、これによって医療費の推移はいか

がでしょうか。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 子ども医療費

の推移等についてでございますけれども、令和６年

４月から９月までの金額、それと令和７年４月から

９月までを比較しますと、同時期影響額としまして、

1,500万円程度の増となっているところでございま

す。 

○９番（東 育代君） 医療費の無償化によっても

やはり1,500万円ほどの増加ということですが、こ

れって、少し聞きますが、件数が増えたのか、１人

当たりの医療費が増えているのか、そこら辺まで分

かりますか。 

○子どもみらい課長（久德和久君） この子ども医

療費のほうが、昨年度令和６年10月診療分から、高

校生までを対象に拡充したことから、件数のほうが

増えていると見込んでいるところでございます。 

○９番（東 育代君） このことについては、また

後ほど機会があればお聞きしていきます。 

 次に、少しお聞きします、学童保育あるいは保

育・療育の充実についても掲げてございます。学童

保育について、教育環境の整備拡充、学童保育施設

拡充の検討なども掲げてあります。 

 保育料の無償化で卒園して小学校に上がってから

の子どもの居場所づくりが求められます。運営形態

は違いますが、市内に６事業所あります。希望する

子どもたちが全員入所できているのか、待機児童は

いないのか、現場の状況をどのように分析されてい

るのか、お聞きします。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 本市では、少

子化や人口減少への対策としまして、子育て支援の

充実を重要な施策の一つとして位置づけております。

その中でも学童保育の充実は課題の一つであります。 

 三つの無償化により保育者の就労機会が増加し、

これに伴い、放課後児童クラブの利用希望者が増加

している状況であります。一部のクラブでは、低学

年を優先に受け入れて高学年の入所が困難であるこ

と、また長期休暇時の入所が困難であるという課題

も認識をしております。 

 こうした状況を踏まえ、具体的な利用ニーズを把

握し、保護者の声を直接反映した形で施策を進め、

地域のニーズに応えることが重要であることから、

現在、串木野小学校区児童保護者を対象にアンケー

ト調査を実施しているところでございます。 

 そのアンケート調査結果を踏まえ、早急に利用ニ

ーズを分析し、必要が認められる場合には、新規ク

ラブの創設や既存クラブの定員拡大など、受入態勢

の環境整備について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○９番（東 育代君） 今、アンケート調査を実施

中ということですね。この結果を見守りたいとは思

いますが、串木野小学校区内では、子どもたちが希

望する施設に入所できないですね、今。上級学年に

なると退所せざるを得ない。これが現状です。子ど

もの居場所の確保が最重要課題ではないかと考えま

す。 

 新規の施設の検討も視野に入れてということでし

ょうが、もう少しお聞きします。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 串木野小学校

区のクラブ等は入所がなかなか困難であるという状

況でございますけれども、待機者の状況につきまし

ては、令和７年12月初日において、入所申請を提出

されて入所待ちの利用者はいないところではあるん

ですけれども、本市では、申込み受付を各クラブで

実施していることから、各クラブへの入所問合せの

状況により、待機児童がいないか確認をしている状

況であります。 

 これによりまして、実際には、利用を希望してい

る児童や保護者のニーズが潜在化している可能性が

あることから、今回のアンケート調査を実施して、

ニーズの把握に努めたいと考えているところでござ

います。 
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○９番（東 育代君） 申請書受付をして待機はい

ないと市のほうでは認識されているようですが、実

際、高学年になったら申請ができないから申請しな

いんですよね、現状としては。そこら辺もきちっと

認識していただかないと。今回のアンケートの内容

がどのようなものか分かりませんが、本当に子ども

たちは困っているんですよね。 

 保育料の無償化で働く保護者が増えることはすば

らしいことですが、子どもたちの居場所がなくなら

ないよう、子どもたちにしわ寄せがいかないように

願っております。 

 学童保育施設拡充についても掲げてございます。

具体的な取組、あるんですか。お示しいただきたい

と思います。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 具体的な取組

等についてでございますけれども、先ほども申し上

げました今回のアンケート調査の結果を踏まえまし

て、早急に利用ニーズを分析して、受入態勢の環境

整備はどのような方法がいいのかどうかというのを

検討してまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 今からアンケート調査を精

査してということなんですけれど、今、子どもたち

が困っているんですよね。今、保護者は必要として

いるんです。これからではなくて、今を生きる子ど

もたちのために早急にこれは取り組んでいただきた

いと思っているところです。 

 それから、もう少しお聞きします。小学校の空き

教室や自前で施設を建設しているところもあります

が、建屋を市が貸与して運営している学童クラブも

ありますよね、市内には。雨漏りがして天井や壁に

染み等が発生した場合、どうなるんでしょうか。こ

の時期、エアコンを使用しますが、子どもたちへの

影響が危惧されるところです。市が貸与している施

設の修繕に対して、市の考えをお聞きします。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 施設の修繕等

についてでございます。 

 現在、リース物件の建物は、串木野中央学童クラ

ブ、照島学童クラブとなっておりますけれども、各

児童クラブにおいては、様々な暑さ・寒さ対策等を

実施され、運営もしていただいているところでござ

います。 

 市としましても、児童が安心・安全に施設を利用

できるように、適切な修繕を行いながら事業運営に

支障がないように対応してまいります。 

○９番（東 育代君） ほかの施設とのバランスも

本当に重要と思っておりますが、この２施設は10年

を経過していると。とても、メンテナンスが必要に

なってくると思いますので、もう１回現地を確認し

ていただきたいと思っております。 

 次に、もう少し。療育についても掲げてございま

す。できることなら市内にある施設を利用したいと

思われる保護者は、多くいます。未就学児を対象に、

児童発達支援事業所があります。療育が必要な子ど

もたちは必要な療育を受けられているのか。また、

就学時から18歳到達後の最初の３月末までを対象に、

放課後等デイサービス事業所がありますが、利用者

に対して施設が足りているのか。本市の現状を伺い

ます。 

○福祉課長（田中俊二君） 児童発達支援事業及び

放課後等デイサービスの利用状況等についてであり

ます。 

 まず、直近の本年10月、一月分でどれくらいの利

用があるかというところでございますが、まず、児

童発達支援事業につきましては、市内６事業所に延

べ82名、市外10事業所で延べ17名、合計で99名の未

就学児が利用しております。令和６年度の同時期と

合計で比較しますと、延べ17名増加しております。 

 次に、放課後等デイサービスにつきましては、市

内８事業所で延べ125名、市外６事業所で延べ16名、

合計で141名の小学生から高校生が利用しておりま

す。令和６年度の同時期と比較しますと、13名増加

しているところであります。 

 この両事業で市外の事業所を利用している方につ

きましては、転入された方が前住地で利用されてお

りまして、そのまま継続する場合、また言葉の教室

など専門的な支援を求める場合、または保護者の勤

務地等を考慮した結果、市外を利用されているとい

うことになっております。 

 現在、市内の事業所での定員が不足ということで、

市外の事業所を利用している事例は確認されており
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ません。 

 しかしながら、放課後等デイサービスで家庭の事

情等で一つの事業所では利用が不足するため、市内

の事業所を複数利用している児童が現在７名いらっ

しゃいます。 

 年々、利用希望者が増加しておりまして、今後も、

支援ニーズのさらなる増加が見込まれる状況です。

引き続き、子どもの健やかな成長を支えるために、

事業所との連携を図りながら適切な対応を図ってま

いります。 

○９番（東 育代君） 利用者も年々増えていると

いうことでございますね。 

 先日の県議会の児童発達支援、放課後デイの記事

が掲載されておりましたが、「県障害福祉計画に掲

げてある利用見込みを四、五％上回っている」とあ

りました。本市もやはり増加傾向ということで、当

初の見込み計画よりも上回っているということで理

解すればよろしいんですね。はい、分かりました。 

 必要な子どもたちが安心してサービスを受けられ

るように願っております。 

 今、県内では、施設建設が増えつつある、供給過

多になっているということもお聞きしておりますが、

本市の動きはいかがでしょうか。 

○福祉課長（田中俊二君） 本市の現状としまして

は、現在のところでは供給過多とはなっていないと

思います。 

 また、今後の建設につきましては、まだ相談の段

階でありますが、冠岳小学校の跡地に、来年の早い

時期に児童発達支援と放課後等デイサービスを始め

たいということで、一応ちょこっと話は聞いている

ところであります。 

○９番（東 育代君） 供給過多で今度はサービス

が低下しないようにということも、一方では考える

必要があると思っております。 

 市は、児童発達支援、放課後等デイサービスを終

えた後の子どもたちが安心して生活できるよう見守

る責任もあります。親は、子どもたちの将来を案じ

ながら生きております。そのためにも、保護者の生

活圏内に居場所があることはとても重要のように思

います。市も前向きに、子どもたちと一緒に保護者

と一緒になって、取り組んでいただくことを願って

おります。 

 次に行きます。 

 子育てと仕事の両立支援について、お聞きいたし

ます。 

 子育てのために仕事を辞めずに働き続けることは、

女性にとってもキャリアを止めることなく社会貢献

することにつながるように思います。一方で、働く

女性への負担が増えることにもなります。男性の家

事・育児への参加が求められますし、子育てと仕事

の両立支援が重要となってまいります。 

 子育てと仕事の両立支援の根っこは、男女共同参

画の推進です。条例が制定されましたし、これから

の取組を期待しております。「デジタル技術習得、

就業支援、性別役割分担意識の解消や男性の子育て

参加促進」と掲げてありますが、子育てと仕事の両

立支援について、具体的にどのように進めていかれ

るのか、現状と課題、具体的な取組があれば、お聞

きします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 男女共同参画の現

状と課題、そういう部分についてお答えさせていた

だきます。 

 これまで本市につきましては、男女共同参画基本

計画に基づきまして、基礎講座、女性活躍セミナー

などを開催いたしております。また、令和５年度か

ら、保育料の無償化、イクボス企業応援助成金制度

の創設などによりまして、女性が働きやすく子育て

しやすい環境整備に取り組んでいます。 

 また、今年度からは、女性の多様な働き方を支援

するため、女性活躍推進事業に取り組みまして、デ

ジタル技術を生かした働き方の選択肢が広がるなど、

徐々に効果が見え始めております。 

 一方では、令和４年の市民アンケートの結果では、

社会通念、慣習、公民館等の地域社会において男女

の地位の不平等感が依然にして残っております。 

 本年４月には、男女共同参画推進条例を制定して

おります。その中で、男女共同参画推進審議会も設

置しております。今後、この審議会の中で、男女共

同参画の推進、特に男女の不平等感、アンコンシャ

スバイアスの解消など、その取組に向けて幅広く検
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討していただくことを考えております。 

 また、今年度につきましては、条例制定に合わせ

まして、普及啓発に重点的に取り組んでおります。

この中で、こうした取組や働く女性の姿とか、アン

コンシャスバイアスの具体的事例などを、粘り強く

広報紙などで市民の目に触れる機会を増やしていく、

そういう取組を引き続き取り組んでまいりたいと考

えております。 

○９番（東 育代君） 今、課長のほうから答弁を

いただきました。 

 やはり、問題は子育てと仕事の両立支援というと

ころになってくるわけなんですが、「子育てと仕事

の両立支援を支える環境づくりを通じて、誰もが働

きやすく活躍できる社会を目指します」とあります。

女性活躍推進法、男女共同参画、イクボス企業応援

と掲げてありますが、担当部署はどこなのか、担当

者は誰なのか、何をどのように進めていかれるのか。 

 以前質問したときに、「市の行政組織の中で全庁

体制で取り組む」と説明を受けました。責任の所在

がはっきりしません。兼務でもよいので、男女共同

参画の担当の係をつくるべきと思いますが、いかが

でしょうか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 男女共同参画の推

進体制という形かなと思っております。 

 議員お説のとおり、男女共同参画の推進に当たり

ましては、企画政策課を所管課といたしまして、あ

とは庁内組織の推進会議というのがあります。その

中で、取組等々について評価・検証した上で、全庁

体制で取り組んでおります。 

 先ほども答弁いたしましたように、本年４月、条

例を制定いたしました。審議会なんかも設置してお

ります。その中で、先ほど申しましたいろんな男女

共同参画の推進、取組等も幅広く検討していただく

部分であります。 

 その審議会で検討・提案していただいた新たな取

組、施策の実施に当たりましては、推進体制は重要

であると考えております。その効果的な体制につい

ても、審議会等の御意見を参考にしながら検討して

いきたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 以前の答弁と同じようなこ

とになるんですね。 

 この男女共同参画推進審議会、これがいろんな取

組をされていると今答弁をいただいたんですが、あ

まり見えないんですね。市民にも見えません。市が

どのように動いているのか、あまり見えないんです。

広報で啓発をされても、あまり動きは見えないんで

すね、市が何をやろうとしているのか。 

 そこら辺も踏まえた中で、せっかくこの審議会、

委員が何名でしょうか、任命されているのであれば、

この審議会が動けるような形、前面に立っていろん

な事業企画をしたりできるような会議でないと、な

かなか。本市の条例はできたけれども、本市は前に

進まないと思ってお聞きしているところですが、い

かがでしょうか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 今年度、条例推進

に合わせまして審議会を設置しております。当初は

８月に開催予定でしたが、台風等の影響で11月14日

に１回目を開催させていただきました。 

 今回、初めてということの中で、条例の概要とか、

あと計画の概要とか、現在の取組状況等々を説明さ

せていただきまして、理解を深めていただいたとこ

ろであります。 

 今後につきましては、２月をめどに、先ほど言い

ましたような形の中で幅広く、どういう現状なのか

を理解した上でどういう施策がいいのかというのを

検討していただく形を考えております。これは、１

回だけじゃなくて、令和８年度以降も引き続き同じ

ような形を考えさせていただきまして、ある程度の

方向性をまた意見を提言していただくとか、そうい

う分を考えているところです。 

 当然、それらの情報につきましては、広報とかホ

ームページとか、そういう部分で幅広く市民の皆様

方に周知をさせていただければと思っているところ

であります。 

○９番（東 育代君） 今までも懇話会などがあっ

て、懇話会の会議も年に何回か開催されて、そして、

それがどういうものであったかと広報等にも掲載さ

れた経緯があります。 

 ただ、それで止まっているんですね。市民はそれ

に乗っかっていってなかったわけです、懇話会があ
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っても。条例ができました、今回こうして推進審議

会というのができておりますので、そこが機能する

ような形で市は取り組んでいただきたいということ

を願っております。 

 子育てと仕事の両立支援について、庁舎内では職

場環境が整備されているように思いますが、対象者

は、全ての市民、市内に事業を有する企業、市内在

住の女性となっております。市内企業やそれぞれの

団体の方々と一緒になって市民と共に進めていくべ

きであると考えております。 

 事業を前に進めるには、担当部署を明確にすべき

と考えております。再度お聞きします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 現在の取組という

部分の中で、審議会で検討していただいております。 

 今後についても、幅広く、どういう形がいいのか

という部分を、施策等を含めて検討していただく、

その中で、この施策の実施に当たりましては、やは

り効果的な体制というのが重要だと考えております

ので、その部分も含めて、来年度等をめどに体制等

も検討していきたいと考えております。 

○議長（松崎幹夫君） それでは、ここで昼食のた

め休憩とさせていただきます。再開は１時15分、午

後１時15分再開でお願いいたします。 

             休憩 午後０時00分 

             ───────── 

             再開 午後１時14分 

○議長（松崎幹夫君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 東議員、発言をお願いします。 

○９番（東 育代君） それでは、移住定住、若者

のＵターンについてお聞きいたします。 

 移住定住、若者のＵターンは、まちの元気につな

がるものと期待しておりますが、ほかの自治体でも

様々な支援制度を設けて取り組んでおります。定住

促進補助、薩摩スチューデント奨学金、移住情報サ

イト、お試し住宅による暮らし体験、それぞれの事

業は市民にも分かりやすい形で取り組んでいただき

たいし、ＰＲも弱いように思います。 

 現状とまちの元気につながる具体的な取組をお聞

きいたします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 移住定住の現状と

今後の取組についてであります。 

 令和６年度から、子育て世代の経済的負担の軽減

を図るため、三つの無償化と大幅に拡充いたしまし

た定住促進補助金、薩摩スチューデント奨学プログ

ラムなどにより、移住・定住の促進に重点的に取り

組んでおります。 

 この移住・定住の推進に当たりましては、チラシ、

のぼり旗、新聞広告に加えまして、移住定住専用の

ポータルサイトなどによります周知・ＰＲを行うほ

か、お試し住宅や相談窓口の充実などにも取り組ん

でおります。 

 これらの施策によりまして、人口減少対策として

一定の成果を上げており、定住促進補助金の利用者

のアンケートからも、移住の決め手の一つとなった

という部分で評価されております。 

 また、人口減少社会におきましては、まちの元気

や活力を生み出す人材育成や人と人とのつながりが

重要であり、まちの魅力につながるものと考えてお

ります。今年度から実施しておりますローカルチャ

レンジ塾や女性活躍推進事業においては、市外の在

住の本市出身者や高校生、大学生も参加しており、

Ｕターンや地元定着につながるきっかけになること

も期待しているところであります。 

 今後につきましては、粘り強い少子化対策とまち

の魅力づくりの両輪として、情報発信の強化と移住

希望者への伴走支援の充実などを進め、引き続き、

移住・定住の推進に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○９番（東 育代君） 様々な角度から推進はされ

ているようですが、まだまだＰＲが弱いのではない

かと思っているところです。 

 お試し住宅も体験入学が増えているとお聞きして

おりますが、そこを利用された方々、どのくらいあ

るのか、またその方々からの御意見等をお聞きでき

る範囲でお聞きします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 本年５月に、大原

地区にまちなかのお試し住宅を設置しております。

そちらにつきましては、これまで６組10名の利用が

ありました。 
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 今回、このお試し住宅のオープンに当たりまして、

いちき串木野市で調べたいものは何ですかとか、そ

ういう部分のアンケートを事前に取るように今年か

らしております。終わった後も、その後、どういう

形でしたかとか、どういう部分で今後はどのような

形をされますかとか、そういう部分についてもアン

ケートを取るようにしておりまして、今、その利用

された方の２組は移住に向けて検討をされていると

いう部分で、引き続き連絡を取り合いながら、体制

を整えているところであります。 

○９番（東 育代君） 大原のほうにも５月からと

いうことで、今、冠岳と羽島ですかね、にもあるん

ですよね。そこら辺はどんな状況ですか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 冠岳につきまして

は、現在、改築を行っている最中でありまして、お

おむね12月末が完成かなと思っています。そして、

１月から、お試し住宅の利用を進める形で考えてい

るところです。 

 羽島については、今数字を持ち合わせておりませ

んので、また後ほどお答えをさせていただければな

と思っております。 

○９番（東 育代君） そうですね。それぞれの事

業に多額の財政支援がありますので、成果を期待し

たいと思います。また、制度を利用されている方々

のアンケートなどで生の声がお聞きできれば、そう

いうのも発信をしていただければ、一番いいのかな

と思います。 

 次に、外国人にも選ばれるまちについてお聞きし

ます。 

 外国人留学生支援について、卒業後３年間の就労

をすることを条件に、市内企業への学費支援が実施

されておりますが、現状と今後の取組を伺います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 外国人留学生支援

事業の現状等についてであります。 

 この事業は、将来本市に就職することを条件に、

外国人留学生の学費等を負担している事業者等に対

し、その経費を補助し、企業等の人材確保等を図る

ものであります。 

 これまで、制度を開始しました令和５年度から現

在まで、留学生延べ47名分の学費等を五つの事業者

に補助しております。そのうち、令和６年度末現在、

12名が飲食店や介護事業者など３事業者に就職して

おり、各事業者にとっては貴重な人材となっている

ものと考えております。 

 今後につきましても、市内事業者の働き手の確保

につながる取組として継続して実施し、事業者の雇

用等の支援をしてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 企業からは人材確保の観点

からも外国人留学生支援制度を歓迎されていると思

いますが、学費支援を受けている方々からの声とし

てはどのようなものがあるのか。 

 また、この事業はこれからも続けていかれるとの

ことでございますが、この３年間の就労という条件

については今後もこのままいかれるんですよね。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 実際、この事業に

つきましては、事業者のほうに補助を出している形

になっております。その中で、外国人留学生から就

職された方、そういう分について間接的に事業者の

ほうから、「こういう制度があって本市のほうにそ

の後も就職できてよかった」とか、そういうふうな

話は伺っているところであります。 

 あわせて、留学生という部分の中で就職をされま

す。３年間につきましては、あくまでも定住してい

ただく部分の趣旨があります。それとあと、企業の

雇用確保という側面がありますので、この３年間の

就労という部分について、この条件というのは今後

も継続させていただきたいと考えているところです。 

○９番（東 育代君） 答弁の中で、あくまでも企

業さんに支援しているということでしたが、でも、

市が補助しているわけなので、そこら辺はやはり…

…、どうなんですかね。ちょっとニュアンス的に、

そういう答弁はどうかなと思ったんですけれど。市

は事業者さんにしているから、それを受けた人たち

の声というのは、間接的であっても、あまり生かさ

れないのかな。本当はもうちょっと……、本当は市

がしているので市に対しても思い入れを持ってほし

いなという思いがして、聞いたところなんですが。 

○企画政策課長（山﨑達治君） すみません、私の

説明不足という部分があるんですけれど、この事業

の実施に当たりましては、事業者さん、市、あと雇
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用事業者さん、当然、外国人留学生の方が本市に住

んでよかった、続けてもらいたいという部分の中で、

３者連携の下にやっていっております。 

 一応、補助の枠組みとしましては、企業者さんが

授業料とか入学金とか負担した場合に本市のほうが

補助するという意味合いで、先ほど説明した次第で

あります。 

○９番（東 育代君） 言葉の使い方だったんです

けれども、やっぱり、市がきちっと補助をしている

ということを受けた方々もそれを思いながら、市に

協力をしていただきたいなという思いがして、聞い

たところでした。 

 多文化共生社会について。 

 「本市の外国人の伸びは10年前と比較して5.51倍」

という記事を見ました。外国人にも選ばれるまちと

して、多文化共生社会を掲げられておりますが、本

市の現状を伺います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 外国人の現状並び

に多文化共生社会についてであります。 

 本市の外国人住民は、令和７年10月末で528人と

なっており、その約７割が特定技能や技能実習生と

して市内の事業所で働く外国人労働者であります。 

 外国人の人数につきましては、10年前より約400

人、令和４年度以降にコロナが収束に向かった後、

３年間で311人増加しております。今後も、人手不

足を背景に増加が見込まれるものと考えております。

人口減少が進む中、外国人労働者は本市の産業を支

える重要な人材であるとともに、地域社会づくりを

担う一員としても期待されるものと考えております。 

 ただ、一方で、今後導入が予定されております育

成就労制度により、他地域へ転出する可能性が高ま

ることが懸念されております。 

 こうした中、外国人が地域社会のルールや慣習を

理解できる機会の提供など、労働者としてだけでな

く地域の一員として受け入れ、生活者として安心し

て暮らせる環境整備が重要であると考えております。

今後も、多文化共生プランに基づきまして、外国人

の雇用事業者さん、関係機関と連携しながら、想定

される課題に対して適切に対応できるよう多文化共

生のまちづくりを進めていきたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 令和７年で528名の外国人

の方がいろんな地域で生活されているわけですが、

この方々、地域との関わりについてどのようでしょ

うか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 外国人住民の方と

地域との関わりについてだと思います。 

 神村学園の留学生に関しては、様々なイベント、

そういう分について参加されまして、その時々、場

所等によって、交流を深めてらっしゃる部分がある

と考えております。 

 ただ、大規模な事業者さんにつきましては、なか

なか地域の方々との交流という部分は今のところは

行っていないのが現状かなと思っております。 

 ただ、一つの例としまして、事業者さんの、県の

モデル事業をしまして、昨年度、照島地区で、ごみ

の当番とか照島の灯りなんかの共同作業とかもやる

など、少しずつそういう部分が芽生えてきておりま

す。あわせて、国際交流協会では、地域の方々との

交流ということで雑費なんかの部分で１万円を補助

するとか、そういう制度を設けておりますので、で

きる限り、そういう分の中で交流が深まっていくよ

うな形の対応を取っていきたいと考えております。 

○９番（東 育代君） 留学生もそうですけれど、

やはり外国人が各事業者にたくさんの就労で本市を

訪れていらっしゃるわけですので、地域との関わり

をもうちょっとしていただくことによって、受け入

れるほうもスムーズに意思疎通ができるのではない

かなと思います。 

 国際交流協会のほうもいろいろ動いてらっしゃい

ますので、そこら辺と連携をしながら、課題を整理

していただければと思います。 

 留学生、職場でも外国人労働者が増えております。

市でも、神村学園と協力して、ごみ出し等の説明が

記載してある外国人向けの冊子があるようにお聞き

しております。先日の新聞記事で、「大崎町社会福

祉協議会で外国人向けに防災パンフレット作成」と

ありました。 

 職場にいるときは災害時の対応は問題がないでし

ょうが、職場を離れたとき、防災無線を聞いても内

容がつかめないと不安ではないかと思いました。こ
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れから、ますます外国人が増えるでしょうから、そ

れぞれの国の言葉で書かれた冊子も必要ではないか

と思います。外国人にも選ばれるまちを掲げてあり

ますし、多文化共生社会の実現に向けた取組の一つ

として必要なことのように思いますが、本市の考え

をお聞きいたします。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 外国人住民

に対する防災情報の発信や災害対応につきましては、

日本人住民と同様に伝えることが重要であると考え

ております。 

 市では、風水害の災害情報につきましては、ＡＩ

を使用することで、易しい日本語や各国の言語に翻

訳することは可能ではありますが、現在は、やさし

い日本語でのみ公式ＬＩＮＥで発信しております。 

 また、鹿児島県国際交流協会では、気象庁の最新

の気象や防災情報、内閣の情報などを、14か国語の

言語に翻訳してホームページで発信しております。

また、外国人のための防災ハンドブックを、やさし

い日本語版と６か国語に翻訳して配付し、ホームペ

ージでも公開しております。 

 本市に居住する留学生や技能実習生には、それぞ

れ学校や企業の担当者がおられます。災害時には、

その担当者と技能実習生がＳＮＳで連絡を取り合っ

ておられます。 

 災害情報の提供や防災教育につきましては、事業

者等の担当者を通じて広報し、さらに広報紙等でも

周知してまいります。 

○９番（東 育代君） 様々な媒体を通じてという

ことでございましたけれども、言葉の壁ってやはり

大きいと思います。外国人にも選ばれるまちを進め

ていらっしゃるのであれば、安心材料の一つとして、

お国の言葉での冊子等も選択肢の一つであるように

思いますが、前向きに検討していただくことはでき

ないのでしょうか。再度お聞きします。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 先ほど説明

しましたように、各事業者の担当者を通じて広報し

てまいります。 

○９番（東 育代君） 冊子は作らないということ

ですね。分かりました。 

 最後に、市長にお聞きします。 

 市長マニフェストでは、少子化・人口減少対策に

ついて４項目を掲げてあります。それぞれに大事な

取組であるように思います。できることから、しか

し早めの取組を期待しておりますが、見解をお聞き

します。 

○市長（中屋謙治君） 壇上からも申し上げました

ように、本市の最大の課題だと思っております。 

 今、経済的な支援、あるいは外国人を含めて考え

られる、あらゆる方面から取組を進めております。

今回は、さらにそれを深めていきたい、このように

思っております。 

 ただいま、外国人にも選ばれるまちという話がご

ざいました。あと２年しますと、今の制度が大きく

変わります。育成就労になりますと、多分、地元、

地方に外国人がいなくなるんじゃないのかなと。高

い賃金の都市部に移籍するんじゃないか、ここら辺、

大変危機感を持っております。 

 そのためには、やはり言葉の問題もありましょう

し、日常の住民との触れ合いといいましょうか、こ

ういうものを含めて、本市が外国人にも選ばれない

というと、貴重な、今働き手になっております、こ

れがいなくなるという事態が。あと１年２年近くし

ますと大きな制度改革がありますので、危機感を持

ってこれに取り組まないと大変なことになるなと、

このように思っております。 

○９番（東 育代君） 次の質問に移ります。 

 スポーツ大会等の在り方について、お聞きいたし

ます。 

 少子高齢化と急激な人口減少、地域のつながりの

希薄化などにより、選手選考は極めて困難となって

きております。市民スポーツ大会の在り方について

検討すべきではないかと思っての質問でございます。 

 佐賀県での開催から、国民体育大会から国民スポ

ーツ大会に名称が変更されました。多くの人がスポ

ーツ観戦を楽しむことができるよう、工夫がなされ

たようです。 

 本市では、スポーツ大会合同打合せ会があります

が、プログラムに沿った形での説明会です。国や県

では、体育大会からスポーツ大会への名称の変更と

ともに内容の見直しもあったようですが、本市はい
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かがだったでしょうか。現状と課題を伺います。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 本市の市民ス

ポーツ大会は、今年度、市民体育大会から名称を変

更しております。また、今年度は台風接近に伴い開

催中止となりましたが、昨年度から、半日開催で行

っているところでございます。 

 現在、この市民スポーツ大会は、市民総参加の下、

広くスポーツを普及しスポーツを通した健康づくり

を推進するとともに、市民相互の親睦を図り、明朗

で活力あふれる豊かなまちづくりに資するという趣

旨の下、市内16地区が対抗戦で競う大会となってお

ります。 

 しかしながら、昨今の少子高齢化や急激な人口減

少により、選手選考が極めて困難になってきている

ことは事実であります。また、各地区のまちづくり

連絡協議会や体育部長の負担も年々増えてきている

と伺っております。 

○９番（東 育代君） 今年度は中止になりました。 

 市民総参加のスポーツ大会となるようにという説

明を受けましたが、スポーツ庁24年度調査では、育

児で運動不足というような記事がございました。子

育て世代の女性のスポーツ実施率が低いことなどが

影響して、特に30代後半の女性の体力低下が示され

ております。 

 大原地区では、地区対抗年代別総合リレーでの女

性の選手選考が大変厳しいものがありました。年代

を繰り下げての選手選考となって、40代女性枠に３

年生女児が走ることに決まっておりました。 

 女性の選手選考は大変厳しいものがあります。ほ

かの地区からはこれまで選手選考についての御意見

等はなかったでしょうか。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 地区対抗年代

別総合リレーにつきましては、各地区の男女合計13

名が出場し、プログラムの最後に行われるメインイ

ベント的な種目であります。 

 その中で、女性は６名、小学生、中学生、10代、

20代、30代、40代と出場いたしますが、けがをする

リスクや家庭の行事などを理由に参加者が見つから

ず、選手選考に苦慮されていることも事実でありま

す。また、ここ数年、男女問わず、選手選考の難し

さなどを理由に参加を辞退する地区も出てきており

ます。 

 今後、地区対抗年代別総合リレー自体の必要性や

出場資格、年齢、性別枠の見直しなど、まちづくり

連絡協議会等の意見を伺いながら、総合的に検討し

てまいります。 

○９番（東 育代君） 総合的に検討していくとい

うことでございます。 

 本当に大変厳しいですよね。Ａグループ、Ｂグル

ープに分けて、市内16地区での世帯数や高齢化など

を勘案すると、今までのような前例主義の地区別対

抗総合順位方式は無理があるように思います。多く

の市民が興味を持って参加できるような市民スポー

ツ大会が理想ではありますが、現状では、一部の役

員、数合わせの選手選出による大会となっているよ

うに思います。 

 地区対抗年代別総合リレーより、陸上記録会など

で成果を出している選手の走りなどを見てみたいと

思いますが、市の考えを伺います。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 競技力の高い

選手のパフォーマンスを間近で見ることができれば、

参加者の意欲向上や次世代の育成にもつながると考

えております。今後、競技団体と連携しまして、デ

モンストレーションなどの方策について検討してま

いります。 

○９番（東 育代君） 今、答弁いただきました。

そうですね。やっぱり、そういう子どもたちの走り

を見ることによって、まちも元気になるかもしれな

いし、また、それを見たいと市民スポーツ大会に参

加する人たちも出てくるかもしれないと思います。 

 次の質問に移ります。 

 地球温暖化が顕著となっている。各種スポーツ大

会や学校の体育大会等について検討すべきではない

かと思っております。 

 各学校では運動会、体育祭、体育大会が春と秋に

実施されているようです。春と秋それぞれ、メリッ

ト、デメリットがあると思いますが、現状と課題を

伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 各学校における運

動会、体育大会の現状と課題でございます。 
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 今年度、運動会、体育大会を、５月に小学校が１

校、９月に小学校が３校と中学校が５校、10月に小

学校が４校、実施しております。 

 ５月の開催につきましては、熱中症のリスクは軽

減されるのですが、学期が始まって間もないことも

あり、準備期間が短いということが課題となってい

ます。 

 一方、秋に開催しているところについてですが、

準備期間は十分確保しやすいのですが、９月は、残

暑による熱中症リスクがほかの月よりも高くなるこ

とが予想され、10月は、遠足、修学旅行、文化祭、

中学校体育連盟の大会など、様々な行事との重なり

による日程調整が難しいという状況になっています。 

 体育大会の開催日については、校種、学校規模、

校内・校外の行事、そして地域行事等を考慮しなが

ら、最終的には各学校の判断において決定している

ものでございます。 

 開催日が５月、９月、10月といずれにしても、大

会当日はいちき串木野市熱中症対策ガイドラインを

基に、児童生徒の健康観察の徹底、休憩・給水時間

の設定、いつでも水分補給できる環境整備と熱中症

予防、体調不良者の早期発見、早期対応に努めてお

ります。 

 今後も、熱中症予防対策をはじめ安全管理体制を

さらに強化し、児童生徒が安心・安全に教育活動を

取り組めるように指導してまいります。 

○９番（東 育代君） 各学校では、熱中症対策に

配慮したり、あるいは天候に気を遣いながら、運営

が大変だと思います。開催時期、内容、また開催場

所、今、屋外ですよね、開催場所について体育館で

できるようなものとか、いろんなことについても、

これから検討をしていただきたいと思いますが、そ

こら辺についてお聞きします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今、高校等も中心

に体育館で行われると。これは、エアコンも効いて

いるということ、また観客席も見やすいという、そ

ういったところもあってのことだと思います。 

 各学校においては、規模等がありますので、体育

館で開催される学校もあれば、なかなか難しいとこ

ろもあると。学校によっては雨天の場合には体育館

で開催しますというところもあったようでございま

すので、この辺も含めながら、今後、各学校に検討

するように指導してまいります。 

○９番（東 育代君） 学校規模の大小で、やはり

体育館が使えるかどうかということもあると思いま

すが、今後は、体育館でできるような内容の体育祭

とか、そういうのでもいいのかもしれないとも思い

ますので、今後の課題として、また検討していただ

きたいと思います。 

 市内では、多くのスポーツ種目、競技種目があり

ますが、主催者は、地球温暖化の影響で開会時期や

選手の体調、大変な気苦労や配慮をされながら運営

されております。 

 今年度リニューアルされたパークゴルフ場は、大

会等が頻繁に開催されています。利用者も増え大変

喜ばしいことでありますが、大会主催者への熱中症

対策等の注意喚起はされているとは思いますけれど、

今期の夏は体調不調を訴える人が複数人いたように

お聞きしますが、現状をお聞きします。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 現在、パーク

ゴルフ場の夏場の開館時刻は８時30分からとなって

おり、職員は早朝に出勤し、36ホールの落ち葉や小

枝等の除去、設備チェック、受付等の準備を行って

おります。 

 近年、地球温暖化により夏場の気温上昇が著しく、

利用者の皆様が安全にプレーできる環境づくりは必

要であると考えておりますので、協会や関係団体の

御意見を伺いながら、入場時刻を早めるなど検討し

てまいりたいと考えております。 

 あわせて、夏場の熱中症対策につきましては、開

会式等での注意喚起の徹底や予防ポスターの掲示、

場内放送による水分補給、休憩の呼びかけなどを定

期的に行い、これまで以上に利用者の安全確保に努

めてまいります。 

○９番（東 育代君） 今、答弁をいただきました。 

 やはり、夏場の大会開催は本当に、少しでも開業

時間が早くなることが一番かなと思っております。

職員の方々が一生懸命に作業なさっていることは

重々承知しておりますが、午後からの利用者はそう

多くないようですので、柔軟に対応をしていただき
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たいと思います。 

 また、もう少しお聞きしますが、毎月複数回利用

されている方々が多いです。利用者の年齢層や時間

帯、市内・市外団体登録数、スポンサーの大会など

分析されていると思いますが、数年後を見据えたパ

ークゴルフ場の活用法も検討すべきと思います。今

後の取組について、具体的な計画があればお示しく

ださい。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 現在の取組と

しましては、初心者のためのパークゴルフ教室、ま

た５月にはファミリーパークゴルフ教室等々を行っ

ておりますが、若者世代の利用者を増やすために、

職場対抗の大会など、またスポンサー大会なども計

画しようと考えているところでございます。 

○９番（東 育代君） ただいま、答弁いただきま

した。そうですね、若者の利用者を増やす。 

 今、利用している方々の年齢層を見たときに、数

年後どうなるのだろうととても心配をします。リピ

ーターの方が多いわけですので、そこら辺も見なが

ら、また先の計画を。初心者に対してとか、この前

もありましたね。利用された方はとても喜んでいら

っしゃると思いますので、また新しい目で利用者を

獲得していただくように、そして多くの課題を整理

していただいて、多くのパークゴルフ愛好者が増え

ることを期待しております。 

 最後に、市長の見解をお聞きします。 

 少子高齢化と急激な人口減少、地域のつながりの

希薄化、生活スタイルの多様化に加え異常気象によ

る地球温暖化などで、これまでの常識が通用しなく

なってきました。今年度から、市民体育大会が市民

スポーツ大会へと名称が変わりました。多くの市民

が参加できるような取組を期待します。各種スポー

ツ大会、学校の体育大会、スポーツへの関わり方も

時代とともに新しい形が求められてきております。 

 スポーツ大会等の在り方について検討すべき時期

に来ていると思いますが、市長の見解をお聞きいた

します。 

○市長（中屋謙治君） これまで、縷々述べられた

こと、まさにそうだなと。大きな曲がり角に来てい

るなという気がいたします。市民体育大会、スター

トしてから、もうかなりの歴史があると思いますけ

れども、時代が大きく変わってきております。 

 そういう中で、このままというのはなかなか難し

いなと。時代の変化に合わせた形で、そして本来の

趣旨が、スポーツの普及、健康づくり、住民相互の

親睦、こういうことで市民スポーツ大会、市民体育

大会はスタートいたしております。 

 この目的をしっかりともう１回捉え直して、どう

いう形態がいいのか、今にふさわしい形を模索して

いきたいと思っております。 

○９番（東 育代君） これで、一般質問の全てを

終わります。ありがとうございました。 

○議長（松崎幹夫君） 次に、奥吉拓郎議員の発言

を許します。 

   ［４番奥吉拓郎君登壇］ 

○４番（奥吉拓郎君） このたび初当選させていた

だいた、奥吉拓郎と申します。皆様の御期待に応え

るべく、誠心誠意議員活動に取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般質問に移らせていただきます。 

 まず、１、洋上風力発電についての（１）につい

てです。 

 市長は、市の広報紙で「先人の思いを受け継ぎ、

未来のために取り組む」と述べられております。 

 まず、「先人の思いを受け継ぎ」ですが、先人が

守ってきたのは、まさに豊かな自然と美しい景観で

す。洋上風力発電によって、その豊かな自然と美し

い景観が損なわれるのなら、それは、先人の思いを

尊重しているとは言えず、豊かな自然と美しい景観

を次の世代にも残してあげたいという先人の切なる

思いを踏みにじるものであります。 

 また、「未来のために取り組む」とは、未来世代

に誇れるまちづくりということだと思われますが、

未来世代が誇れるというのは、海岸から５キロメー

トル以内に並ぶ、高さ250メートルの巨大風車の群

れなのでしょうか。手つかずの豊かな自然であり、

海に沈む美しい夕日ではないでしょうか。 

 洋上風力発電は、手つかずの豊かな自然、海に沈

む美しい夕日を、未来の世代から奪う未来からの搾

取にほかならないと私は思いますが、市長の見解を
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お聞かせください。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 奥吉拓郎議員の御質問にお

答えをいたします。 

 洋上風力発電についてでありますが、その前に、

地球温暖化は年々深刻になってきております。今や

温暖化ではなく、一昨年だったと思います、国連で

は「地球沸騰化時代だ」と。このようにも言われて

おります。今年、日本の夏も大変暑い夏でありまし

た。全国の平均気温が平年を2.36度上回るという、

記録的な暑い暑い夏でありました。 

 こういう状況を踏まえて、今年の２月、国は、第

７次のエネルギー基本計画を策定いたしております。

エネルギーの安定供給の確保に向けた投資を促進す

る観点から、2040年、あるいはその先のカーボンニ

ュートラル実現に向けたエネルギーの需給構造を視

野に入れつつ、「Ｓ＋３Ｅ」と表現されております。

安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性、この

四つを原則の下に、今後取り組むべき政策課題や対

応の方向性をまとめております。特に再生可能エネ

ルギーは、主力電源化の徹底と長期安定電源化に取

り組むとしております。 

 2040年度におけるエネルギー需給の見通しでは、

電源構成において再生可能エネルギーの割合を４割

～５割とする、こういう目標が示されております。 

 と同時に、ＧＸ2040ビジョン、地球温暖化対策計

画と一体的に、エネルギーの安定供給、経済成長、

そして脱炭素、これを同時に実現していくんだとい

うことを示されております。 

 これからの時代は、あえて申し上げる必要もない

と思いますが、二酸化炭素を排出する火力発電では

なく、クリーンな再生可能エネルギーが重要である、

これは論をまたないと思っております。 

 このような中、本市沖合は有用な風資源に恵まれ

ているということであります。ですから、これを生

かさない手はないと私は思っております。洋上風力

発電に着目し、その経済波及効果や雇用創出効果な

どを踏まえると、本市の未来を形づくる重要なプロ

ジェクトであると思っております。 

 今後の電力需要や脱炭素社会の実現、こういうも

のも見据えながら、この洋上風力発電の実現、この

ことが本市の大きな産業拠点化につながる、このよ

うに思っております。 

○４番（奥吉拓郎君） 市長、答弁ありがとうござ

いました。 

 ただ、市長の今の答弁というのは、国がどのよう

な政策を示したかということに対しての説明であり、

洋上風力発電が本市の経済を生み出し雇用を生み出

すという話になっております。 

 私が質問しましたのは、「先人の思いを受け継ぎ」

とはどういうことなのか、未来のために取り組むの

はどういうことなのかということをお聞きしている

と思います。 

 そのことについての市長の見解をお願いいたしま

す。 

○市長（中屋謙治君） あえて説明する必要もない

と思います。 

 現在の我がまち、いちき串木野があるのは、先人、

先達の積重ねが現在のいちき串木野だと思っており

ます。この財産をしっかりと守って、そして未来の

子ども・孫世代にしっかりと自信を持ってこれを引

き渡す、これが今の我々の責務ではないでしょうか。

私はそのように思っております。 

○４番（奥吉拓郎君） まず、お答えするまでもな

いというのがちょっとよく分からなかったところも

あるんですけれども、先人が残したかったのは、手

つかずの豊かな自然であり海に沈む美しい夕日であ

ると思います。それについては、論をまたないこと

だと思います。 

 ただ、もし洋上風力発電により巨大な風車を沖合

に造ったとしましたら、美しい海の景観は失われま

すし、美しい海に沈む夕日というのも見れなくなっ

てしまいます。未来の子どもたちが海に沈む夕日を

見られなくなるかもしれない、手つかずの自然が失

われるかもしれない、その代わりに巨大な風車群が

並ぶ景観が残される。そして、期待される経済効果、

雇用効果については、机上の空論でただ単に期待値

でしか過ぎない。そういう状況になっております。 

 つまり、必ず失われるのが手つかずの豊かな自然

であり、海に沈む美しい夕日であります。そして、
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経済効果や雇用創出効果は期待値でしかありません。 

 それについてのバランスをどのように取られるの

かということを、市長にお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど、先人の思いという

のを申し上げました。現在のいちき串木野があるの

は、先人、先達がこれまでずっと積み重ねてきた、

それが今の我がまちの形です。 

 一つ例を、これ取り上げてよろしいんでしょうか。

例えば、プリマハムの誘致というのがありました。

昭和30年代です。合併前の旧串木野市でありますが、

財政再建の大変厳しい時代です。しかしながら、先

輩たちは、これからは働く場の確保というのが大変

重要だ、そういう思いでちょうど串木野駅裏の土地

を自分たちで造成して、そして無償で提供する。そ

ういう中で、プリマハム、前身は竹岸という会社名

だったと思います、それを誘致されました。今、串

木野新港の工業団地で大きな最新鋭の工場を、そし

て大きな経済活動、雇用を生み出しております。 

 もし、財政再建団体の厳しい時代に先輩たちがプ

リマハムを誘致していなかったら、プリマハムは本

市にあったでしょうか。 

 そういうことを考え合わせると、今、我々は、次

の代、その次の代に何を残していかなければいけな

いのか、何を大事にしなくちゃいけないのか、どこ

で折り合いをつけるのか、そのことをしっかりと考

えて自信を持って引き渡していく、このことが私は

必要じゃないのかなと。我々は、ちょうど今その時

期にいるんだという、そのことを私は申し上げたい

と思います。 

○４番（奥吉拓郎君） 市長、答弁ありがとうござ

います。 

 市長の答弁の中で「次の世代に受け継いでいく」、

あるいはあと「折り合いをつけていく」という答弁

がございましたけれども、未来世代が誇れるまちと

は何なのでしょうか。それは、風車が林立する海な

んでしょうか。それとも、手つかずの自然と美しい

夕日なのでしょうか。市民が知りたいところは、市

長がどちらのほうをより重い価値として見ているの

かということではないでしょうか。 

 市長、答弁をお願いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 答弁が繰り返しになります

ので申し上げませんが、今回のこの洋上風力、本市

沖合でもってこれに適した風が吹いている、この資

源を生かさない手はないんじゃないか。そして、景

観の配慮も必要でしょうし経済効果を生み出すとい

うことも必要でしょう。そういうものを、どこで折

り合いをつけるか、どこに接点があるのか、これは、

我々がしっかりと議論して、そして次の代に渡して

いく、これが今我々に求められている、そういうこ

とではないでしょうか。どちらか一方ということで

はないと思いますよ。 

○４番（奥吉拓郎君） 市長、答弁ありがとうござ

います。 

 市長は、自然環境も経済のほうも大切だとおっし

ゃいました。どちらかというのは選べないというふ

うに今答弁されたと思います。 

 ですが、問題というのは、美しい景観を守るとい

うこと、経済というものが衝突したときに、どちら

を優先するべきかというのが一番の問題ではないで

しょうか。どちらも大切という言葉では、市長がど

ちらを守ろうとしているのかが市民には見えてきま

せん。 

 例えば、景観への影響が大きくても経済効果があ

れば、その事業は進めるのでしょうか。市民の反対

が多数でも、国の方針であるならばそれを優先する

のでしょうか。それとも逆に、景観を守るために、

事業を断念するという選択肢もあるのでしょうか。 

 その件について、市長の答弁をお願いいたします。 

○議長（松崎幹夫君） 奥吉議員、一応質問事項が

ある中でいけば、前のほうに進んだほうがいいと思

いますが、あなたのそのままでいくと先に進みませ

んよ。今日で終わりじゃありませんので、次もあり

ます。先に進めるほうを勧めますが。 

○４番（奥吉拓郎君） 分かりました。（２）に。 

 低周波音による健康影響につきましては、秋田県

において、風力発電施設周辺の住民から頭痛や不眠

等の体調不良が継続的に報告されております。本市

におきましても、既存の風力発電施設の周辺にお住

まいの方から、「騒音がひどくて窓を二重窓にした」

ですとか「別の方は頭痛や不眠を訴えていた」とい
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った具体的な健康被害に関する声を私も実際にお聞

きしております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 第１に、こうした住民からの訴えを踏まえ、市と

して低周波音の健康被害についてどのように認識さ

れているのか、見解をお示しください。 

 第２に、市民の命・健康・財産を守ることが市長

の最優先の使命であることは論をまたないことと考

えます。そうであるならば、予防原則の考え方、す

なわち科学的因果関係が完全には確立していない段

階であっても、重大な健康被害が指差される場合に

は未然防止を優先すべきとする立場に基づき、洋上

風力発電事業については、市長自らが先頭に立ち計

画に反対することも辞さないという立場を取るべき

ではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせく

ださい。 

○市長（中屋謙治君） 現在、本市の沖合は、準備

区域という形で整理をされているところであります。

今後、法律の規定に基づいて手続が進む中で、洋上

風力発電の事業規模であったり、あるいは設置箇所、

こういったものが明らかになってくるのではないか

と思っております。 

 あわせて、環境影響評価法に基づくアセスメント

の対象となるため、景観とか海洋生物への影響、こ

ういったものについて、発電事業者自らが必要な調

査、予測、評価を行って適切な環境配慮を行うこと

になっております。 

 市といたしましては、それぞれの過程において、

それぞれの段階において、市民の皆様の不安とか懸

念について見解を求めるとともに、環境への影響に

十分な配慮を求めていきたい、このように思ってお

ります。 

○４番（奥吉拓郎君） 私は、先ほどの質問で「市

として、低周波音の健康被害についてどのように認

識しているのか」とお聞きしました。それについて

の回答には、今の答弁はなっていないのではないか

と思います。 

 もう一度、低周波についての見解をどのように認

識されているのかをお示しをお願いいたします。 

○市長（中屋謙治君） これ、平成29年５月という

ことになっておりますが、環境省が発出した風力発

電施設から発生する騒音等に関する指針、これによ

りますと、「風力発電施設から発生する騒音が人の

健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低い」とされ

ており、「現状、風力発電施設から発生する低周波

音、超低周波音と健康影響について、明らかな関連

を示す知見は認められない」。平成29年５月、環境

省がこのような考え方を発出いたしております。 

○４番（奥吉拓郎君） 平成29年５月のその環境省

の見解については、私も把握しているところではあ

ります。それにより、科学的には低周波音の健康被

害は証明されていないということになっているとは

思いますけれども、問題は、科学的に証明されてい

るかどうかということではなく、実際に、住民が低

周波によって健康被害を訴えているという事実では

ないでしょうか。本市でも、頭痛、不眠を訴えてい

る方が実際にいらっしゃいます。 

 科学的に実証されていないということで慎重姿勢

にとどまるのは、住民の実情に対して寄り添ってい

ないと言えるのではないでしょうか。市長の見解を

お願いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 先ほども申し上げましたが、

それぞれ今後計画が進んでいく中で、段階段階に応

じて、我々とすれば、市民の皆さん方の御意見であ

ったり不安であったり懸念であったり、こういうも

のは見解を求め、そして意見として出していきます

という、こういうことでございます。 

○４番（奥吉拓郎君） 段階段階から市民に意見を

求めるということでしたけれども、それは、市の姿

勢でありますので、実際に市民からの意見を伺うと

いうのは、具体的にどのようなことを言うのかをお

示しください。よろしくお願いいたします。 

○副市長（出水喜三彦君） 洋上風力に関しまして

は、こういった計画があるという形で、今年におき

ましては、６月末から８月の上旬にかけて、市内16

地区で市政の報告とともにこの洋上風力発電の状況

を御説明申し上げたところでございます。 

 その際も、市民の皆様方からは、やはり議員おっ

しゃいますように、不安であったり懸念を持たれる

方も多くございましたので、そういう機会を捉えて
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御意見を伺っていけたらと思います。 

○４番（奥吉拓郎君） 具体的な方策というのは住

民説明会を開くということで、それ以外はされない

ということでよろしいんでしょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） 現時点の方策として、

市政報告、そういった場が考えられるのではないか

と。このように考えてございます。具体的に、現状

のところまだ決まっておりません。 

○４番（奥吉拓郎君） まず、最初の私の質問とい

うのが、低周波に関する市の見解と、予防原則の考

え方に基づいて市として市長が自ら先頭に立ち計画

に反対することも辞さないという立場を取るべきで

はないかという質問でした。 

 後者についての回答というのがまだないかと思い

ますので、それについての回答をお願いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 壇上から申し上げたとおり

でございます。この計画を進めていく、こういう考

えでございます。 

○４番（奥吉拓郎君） つまり、この洋上風力発電

というのは白紙撤回にする予定はないと。市民の大

多数が反対意見に回っていたとしても、市としては

計画を進めていくと考えていらっしゃるということ

でよろしいんでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 壇上から申し上げたとおり

でございます。 

○４番（奥吉拓郎君） 誠実さに欠ける答弁ではな

いかと思いますけれど、これ以上進めても仕方がな

いようですので、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、（３）です。 

 庁舎内には「市民感覚・挑戦・プロ意識」という

言葉が掲げられております。この市民感覚という点

について伺います。 

 現在示されている洋上風力発電計画では、海岸か

ら僅か５キロメートル以内に高さ250メートルの巨

大風車が50基並ぶ可能性があります。この規模の構

造物が海岸線に林立する景観は、多くの市民から強

い違和感や不安の声が寄せられています。 

 そこで伺います。市長はこの規模の風車群が市民

感覚と整合すると考えられているのか。 

 次に、経済的な取組について伺います。 

 ９月21日にアクアホールで開催された講演会にお

いて、武田先生から「風力発電で地域に経済効果が

あったという話は聞いたことがない」とのお話があ

りました。一方、市のホームページ等では、経済効

果は212億円、雇用創出効果3,401人といった具体的

な数値が示されております。 

 そこで、伺います。経済効果212億円、雇用創出

3,401人という数値は、具体的にどのような計算方

法に基づくものなのでしょうか。また、市のホーム

ページの協議会の資料によりますと、その前提のシ

ナリオというのが、地元発注可能な品目に対して最

大限の市内発注の誘因を図るシナリオとなっており

ますが、これは現実的にどのような状況を言うので

しょうか。市長の答弁をよろしくお願いします。 

○産業立地課長（大平博喜君） まず、市民感覚に

関してでございます。庁舎内に掲示しております標

語についてのことだと思いますが、本市職員が常日

頃から市民に対して誠実で丁寧な対応を心がけ、社

会や地域の変化に応じて専門性を高め説明責任を果

たすことは、市民の信頼につながるものであると考

えており、職務を遂行するに当たって取り組むべき

姿勢の一つであると考えております。 

 次に、経済波及効果の算出根拠につきましてです

が、この推計値は、本市沖合で着床式の風車10メガ

ワットの規模のものが50基設置された場合を想定し

ました事業費5,093億円を基礎として推計したもの

であることを、あらかじめ御認識いただきたいと思

います。この事業に際しまして、本市内で見込まれ

る産業を想定した上で、鹿児島県内の産業関連表を

用いることで経済波及効果分析を行ってございます。 

 なお、経済波及効果分析におきましては、行列計

算という特殊な計算方法であるとか、大変複雑な計

算を行って求めるものでございまして、鹿児島県が

公表してございます経済波及効果簡易分析ツールを

活用しまして、各種条件を設定し入力することで、

先ほど議員がお述べになられた経済波及効果212億

円、雇用創出効果3,401人というのが推計された結

果となっているところでございます。 

○４番（奥吉拓郎君） 市民感覚についてなんです

けれども調べてみましたら、「市民感覚とは、資本
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主義的論理などに左右されることなく、市民が社会

に対して本能的もしくは理性的に本来希求する感覚」

と提示されているようであります。 

 まず、最初の質問ですけれども、「市長は、この

規模の風車群が市民感覚に整合すると考えておりま

すか」という質問を私はしたと思います。市民感覚

とは何を指すのか、どの程度の景観変化なら許容で

きるものなのか、これらについて、市長の答弁は特

に回答がなかったように思われます。 

 市民感覚を掲げるのであれば、市がどのような基

準で判断するかを明確に示す責任があると思います

けれども、市民感覚に合致するかしないかという基

準とはどの辺りにあるのか、回答をお願いいたしま

す。 

○市長（中屋謙治君） さっき産業立地課長が答弁

したとおり、掲げてある市民感覚、これは職員の基

本姿勢ということで掲げております。 

 ですから、この洋上風力の中にこの市民感覚を直

接結びつけるという、このことについて、私は、答

弁難しいんじゃないのかな、答弁する必要はないと。

このように思っております。 

○４番（奥吉拓郎君） 市民感覚が市役所のスロー

ガンというお話でしたけれども、普通の市民の感覚

とすれば、美しい海を未来にも引き継がせてあげた

い、きれいな夕日を未来の世代にも見せてあげたい、

手つかずの自然を私たちが先人から受け継いだよう

に、未来の世代にも渡してあげたいと。そう思うの

が市民感覚だと私は考えております。ただ単に役所

に掲げるスローガンだから洋上風力発電とは関係な

いという市長の答弁は、いささか乱暴な回答なので

はないかと思います。 

 次に、経済的な試算についてのほうに質問を移ら

せていただきます。 

 2024年２月14日付の朝日新聞において、「秋田市

の洋上風力発電事業は45.5万キロワット」というこ

とだったんですけれども、「経済波及効果が325億

円、雇用創出効果が1,655人に上る」との試算が報

じられております。 

 しかしながら、本市が実施した先進地視察の報告

書では、実際の雇用者数は30名程度にとどまってお

り、試算値と実態の間に著しい乖離が見られており

ます。恐らく、この試算も同じような経済波及効果

の算出方法に基づいていると思われます。 

 こうした乖離が生じている要因について、市とし

てどのように分析、認識されているのかを伺います。 

○産業立地課長（大平博喜君） 今、議員がお述べ

になられた、秋田の実際の先進地視察の報告の中身

の話だと思うんですけれども、現在、秋田市で実際

に動いている洋上風力発電所につきましては、港湾

区域内の一部の発電所が動いてございまして、御存

じかと思うんですけれども、秋田県内ではそれ以外

にもにかほ市であるとか由利本荘沖であるとか、そ

ういった部分でいろいろな事業計画がなされている

ところでございます。 

 そういった全ての経済波及効果を加味した数値が、

議員がお述べになられた部分かなと。私としては、

そういうふうな認識でいるところでございます。 

 ですので、現状は、まだ雇用創出効果として少な

いというような御指摘でございますが、今後、そう

いう全ての発電事業がなされることで、そういった

効果というのが出てくるという、私としては認識で

いるところでございます。 

○４番（奥吉拓郎君） 先ほどの答弁で、これから

経済波及効果等が出てくるのではないかという回答

でしたけれども、秋田県がもし洋上風力発電によっ

て地域産業の振興に資するものであるならば、先行

地域である秋田県においては、地域経済や人口動態

において一定の好影響が現れていると思われます。 

 しかし、秋田県は、婚姻率が25年連続で全国最下

位、出生率も30年連続で全国最下位という厳しい状

況が続いております。地域の活力が高まっていると

は言い難い現状であると思います。 

 このような秋田県の実態を踏まえたとき、洋上風

力発電が地域の持続的な発展や人口減少対策に資す

るという説明には説得力を考えるのではないかと思

いますけれども、市の見解をお願いいたします。 

○副市長（出水喜三彦君） 今、秋田県の例を出さ

れて質問をされましたけれども、先ほど産業立地課

長が説明しましたとおり、秋田県におきましても、

まだその途に就いたばかりと。そのような状況です
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ので、秋田においてもそこを目指していく、この状

況については我々と変わらないところかと思います。 

 一方で、試算される経済効果、あるいは雇用であ

りましたり、その後の地域振興、特に経済において、

最大シナリオと申し上げましたが、そこの効果を上

げていくには、まさに最大シナリオですので、地元

企業、そうした関連産業の育成をしていくというの

が大きな鍵を握っているかと思いますので、今後、

この進捗に当たっては、産業界においてのコンソー

シアムといいますか、共同体、こういったものの形

成を含めて我々が取り組んでいくべき課題だと。こ

のように思っております。 

○４番（奥吉拓郎君） これから経済効果が現れる

のではないかという答弁だったかと思います。 

 ただ、先ほどの答弁でも風が資源という話があり

ましたけれども、風は特に資源ではなく自然現象だ

と私は考えております。 

 また、秋田県の状況は今から経済効果が出てくる

のではないかというお話でしたけれども、洋上風力

発電が地域の活性化や人口減少対策の切り札である

かのような一面的な説明には、慎重であるべきでは

ないかと思います。秋田県の現状は、洋上風力発電

が地域の恒常的問題を根本的に解決するものではな

いと示していると考えております。 

 市民の命と暮らしに直結する政策判断においては、

期待や希望的観測ではなく、実態に即した冷静かつ

客観的分析に基づく判断が必要と思いますけれども、

市の見解を伺います。 

○副市長（出水喜三彦君） 冒頭から市長のほうも

答弁を申し上げましたけれども、洋上風力、この風

というものを地域の資源と捉えまして進めていけた

らと。このような状況でございます。 

 もちろん、準備区域という、今その段階でござい

ますので、我々とすれば、当然期待も含めて、だけ

れども、その期待に向かって進めていけるように計

画を立てていく、このことが必要ですし、先ほど来

おっしゃってらっしゃいます不安や懸念については、

丁寧にお聞きした上でそれをまた国なりにぶつけて

いく、そういった中で合意形成を図りながら、この

洋上風力発電の構想を実現できたらと。この思いで

市とすればやってございます。 

○議長（松崎幹夫君） 奥吉議員。今、奥吉議員が

言っているのは、あなたの質問に対して答えたのに

対して質問しているだけなんですよ。ですから、次

に自分で項目をつくってきていると思いますので、

流れよくいっていただいたほうが。今、市長からも

ありましたように、具体的な質問をしてくださいと

いう部分になってくると思いますので、先に進める

部分で話をしていただきたいと思います。 

○４番（奥吉拓郎君） 今回の選挙で洋上風力発電

反対派の議員が２人当選したことからも、住民合意

が形成されていないことは明らかです。そのような

状況にもかかわらず手続を進めているように見える

ことから、多くの市民が一部の利害関係者の意向を

優先しているのではないか、市民の声が届いていな

いとの違和感と不安感を抱いております。 

 そこで、伺います。 

 まず、市長は現在の住民意見がどのようなもので

あると認識されてあるのか、お示しください。 

 また、市民の多くが一部の利害関係者の意向を優

先しているのではないかと感じていることに対して、

市長はどのように受け止めておられますか。お聞き

します。 

 また、いちき串木野市洋上風力発電調査研究協議

会は、市の判断材料を整理する重要な場であるにも

かかわらず、反対意見を持つ住民が含まれておらず、

市民の意見を幅広く聞けているとは言えません。ま

た、非公開であることからも、透明性も確保されて

いるとは言えません。そこで、伺います。反対意見

を持つ住民をメンバーに加えてはどうでしょうか。

また、多くの市民の生活に直結する問題ですので、

透明性を確保するためには完全公開で行うべきでは

ないかと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（中屋謙治君） 現在、本市で洋上風力発電

調査研究協議会というのを設置いたしております。

この構成メンバーとしては、利害関係者として、漁

業関係者、航路関係者、海砂の採取業者、市民代表

としてまちづくり協議会、地域女性団体連絡協議会

それから商工観光関係として商工会議所や商工会、

その他オブザーバーとして九州経済産業局や隣接市
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など、幅広い分野の委員で構成し、公平な立場で調

査・研究を進めております。 

 そして、その資料であったり議事録、このことに

ついては、広報紙、ホームページで公開をいたして

おります。 

 一方で、海洋再生エネルギー発電設備の整備に関

する海域の利用の促進に関する法律、いわゆる洋上

風力の法律でありますが、今、準備段階ですが、こ

れが有望な区域ということに指定されますと、国・

地方公共団体、専門家で構成いたします法定協議会

というのが設置されます。ここでは、公開方式によ

って会議は開催されております。 

 私は、これまでも繰り返し申し上げてきたつもり

でありますが、市民の皆様が抱かれる不安や懸念に

ついては、この法定協議会の場において市民の代表

として責任を持って意見を述べさせていただきたい、

そして、その内容、結果については、市の協議会、

そのほかの機会を捉えて報告であったり、あるいは

広報紙でもってお知らせをする、市民の皆様に情報

は提供して共有していきたいと考えております。 

○４番（奥吉拓郎君） 私は、先ほどの質問で、

「市長は現在の住民意見がどのようなものであると

認識されておりますか」とお聞きしました。今の答

弁には、それについての回答がないかと思います。 

 また、「協議会に反対意見を持つメンバーを加え

て完全公開で行うべきではないですか」ということ

をお聞きしました。それについての回答もないかと

思います。 

 その点について、もう一度お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど申し上げたとおりで

ございます。 

 先ほど、市民の意見が反映されてない云々という

御意見をいただきました。先の市長選挙、３名の候

補者の中で私は洋上風力推進ということで、２名の

方がその考え方で市長選挙を戦われました。結果は

御案内のとおりであります。 

 そして、先ほど申し上げましたように、市民の皆

様が抱かれる不安や懸念、このことについては、法

定協議会の場、正式な場で、公開の場で意見として

申し上げたい、そして、その答えは持ち帰って市民

の皆さんに情報は共有いたしますと。このことを申

し上げたと思っております。 

○４番（奥吉拓郎君） 私が申し上げたいのは、国

の法定協議会で話し合うということではなく、今の

現時点のいちき串木野市で、市の住民の間で特に住

民合意ができているとは言えないのではないかとい

うことです。そうである以上、洋上風力発電に反対

の人も協議会に加えた上で、完全公開で協議会を行

うべきではないですかと。そのほうが住民合意も図

りやすいんじゃないですかということを申し上げて

いるのですけれども、それについての市長の見解を

お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 意見として承っておきます。 

○４番（奥吉拓郎君） 意見として承るということ

は、特にそういう協議会を行う予定はないというこ

とになるのでしょうか。 

○議長（松崎幹夫君） 奥吉議員、答えは一緒だと

思います。次の質問を行ってください。 

○４番（奥吉拓郎君） 質問に答えていただけない

ことは非常に残念なことだなと私は思っております。 

 それでは、私からの一般質問はこれで終了させて

いただきます。ありがとうございました。 

○議長（松崎幹夫君） 次に、江口祥子議員の発言

を許します。 

   ［８番江口祥子君登壇］ 

○８番（江口祥子君） 皆様、こんにちは。公明党

の江口祥子でございます。市民の皆様のお支えでこ

の場に立てていることに、改めて感謝申し上げます。

日々いただく声を市政へ届けたいという思いで、本

日は質問いたします。どうぞ前向きな御答弁をお願

いいたします。 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 空き家対策についてです。 

 空き家に対する相談体制とその対応について伺い

ます。 

 全国的に空き家が増加しており、本市でも同様の

状況が見受けられます。適切に管理されない空き家

が放置されると周辺環境に悪影響を与えることが懸

念され、市民から苦情や要望も増加しています。空

き家の増加を防ぐためには、所有者が困った際に相
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談しやすい体制を整備することが重要だと考えます。 

 本市の現状をどのように認識しておられるか、市

長の考えを伺います。 

 また、本市の空き家対策に関する相談窓口や支給

制度をより多くの市民に知っていただくための周知

の取組について、伺います。 

 あわせて、空き家に関する相談体制の現状とその

相談内容はどのようなものか伺います。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 江口祥子議員の御質問にお

答えいたします。 

 空き家の現状についてということであります。 

 本市の空き家につきましては、全国的な傾向と同

様に増加いたしております。令和２年から５年にか

けて、まちづくり協議会の皆さん方に御協力いただ

いて調査を行いました。その結果、1,789戸の空き

家があることを確認いたしておりますが、現時点で

はさらに増えているのではないかと思っております。 

 空き家の増加は、治安や景観、まちの活気への悪

影響にとどまらず、地価の下落や税収の減少にもつ

ながるなど、地域にとって大きな課題であります。 

 空き家対策においては、まずは、空き家の適切な

管理を行うとともに、所有者が必要に応じて解体や

利活用を含めた取組を行うことが重要であると思い

ます。 

 市といたしましては、こうした所有者の取組を支

援するため、一つに相談窓口の設置、二つに危険家

屋解体補助金、三つに空き家バンク制度、こういっ

たものを整備して、活用していただけるよう取り組

んでいるところであります。 

 今後も、こうした施策を粘り強く周知し、空き家

の発生抑止と適正管理を促すことで、安心・安全な

まちづくりにつなげていきたいと思っております。 

 相談窓口、相談の現状等については、担当課長か

ら答弁をいたさせます。 

○企画政策課長（山﨑達治君） まず、相談窓口な

どの周知についてであります。 

 本市の空き家相談につきましては、内容が、防災、

衛生、景観、相続、売買など幅広いため、まずは、

市民生活課を一義的な窓口としております。その上

で、利活用が見込める物件、こちらにつきましては

企画政策課が対応し、利活用が難しい物件について

は市民生活課が対応するなど、相談内容に応じた体

制を整えております。 

 また、危険廃屋等解体撤去工事費補助金や空き家

バンク制度などを活用し、所有者の適切な管理や利

活用を支援しております。 

 こうした支援制度の周知につきましては、毎年、

固定資産税納付書に支援制度のパンフレットを同封

するとともに、出前講座や相談を通じて、空き家の

現状や必要な対策について広く情報提供を行ってお

ります。 

 続きまして、空き家バンクの相談体制の現状、相

談内容等について説明申し上げます。 

 まず、相談体制といたしましては、定住相談員が、

電話、面会、メールにより相談を受け付けており、

登録するための条件や方法に加え、登録に必要な家

財撤去・処分に要する経費を補助する空き家利用促

進補助金などについて説明しております。 

 相談内容の多くにつきましては、空き家バンクの

登録に関するものでありまして、万が一登録が難し

い物件等については、危険家屋解体補助金の案内や

民間と提携しておりますが空き家・空き地の相談事

業者への紹介を行っております。 

 相談実績といたしましては、平成29年に創設して

おりますが、これまで、330件の相談があり、119件

が空き家バンクに登録しております。また、昨年度

から始めました空き家利用促進補助金では、14件の

家財撤去の補助をしているところであります。 

○８番（江口祥子君） 地域の皆様から「危険な空

き家が不安だ」という声をいただいております。老

朽化が進んだ建物は、災害時の倒壊リスクや周辺生

活への影響が大きく、早急な対応が求められる課題

です。 

 市民の安心と地域の安全を守るため、危険廃屋に

対する今後の取組について質問いたします。危険廃

屋への対策をどのように進めていくか、考えを伺い

ます。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 危険廃屋対策に
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ついては、現状把握と所有者への通知に加え、適正

な管理や解体を促す一連の手続を実施しております。 

 具体的には、管理が行き届かない空き家について、

苦情・相談等を契機に現地確認を行い、所有者を特

定し、写真と解体事業者一覧表を添付した通知を送

付しております。また、相続登記の申請義務化や空

き家に関する特別措置法を活用しつつ補助制度をさ

らに周知することで、解体の促進を図っております。 

 市独自の施策としましては、解体撤去補助金の活

用を軸にしつつ、国の制度利用や他市の事例を参考

とした取組の充実を進める方針です。 

 引き続き、地域住民の安心・安全を確保すべく、

適宜見直しを行いながら着実に進めてまいります。 

○８番（江口祥子君） 本市では、危険廃屋等解体

補助金が実施され、市民の安全や景観の改善に一定

の効果をもたらしてきたと感じています。 

 一方で、制度を知っていても活用に至らない方が

いるとの現場の声や、申請の負担費用とのバランス

といった課題もうかがえます。 

 質問ですが、本市では、危険廃屋等解体補助金が

実施されているが、その活用件数、課題、効果につ

いて伺います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 本市では、危険

廃屋等の解体・撤去における補助制度を実施してお

り、補助金額は空き家15万円、危険廃屋については

30万円を上限として助成しております。 

 これまでの活用状況としては、令和４年度では45

件、うち危険廃屋５件、令和５年度で40件、うち危

険廃屋３件、令和６年度では50件、うち危険廃屋10

件と、一定の利用実績があります。 

 一方、課題としては、解体費用が個人負担となる

ことから活用が進みにくい傾向があり、所有者の管

理意識の欠如、相続不明による所有者確認の問題も

挙げられます。 

 制度の利用促進に向けては、令和６年４月施行の

相続登記の申請義務化に合わせて、さらなる周知を

図るとともに、近年の物価及び人件費の高騰に伴う

解体費用の高騰を考慮し、補助金額の限度額の見直

しも含め、実効性を向上してまいりたいと考えてお

ります。 

○８番（江口祥子君） 本市でも危険廃屋への対応

を進めていただいておりますが、現場では、危険だ

と分かっていてもなかなか撤去まで進まないという

実情があります。 

 それぞれに事情が異なるとは思いますが、危険廃

屋の撤去が進まない原因について伺います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 危険廃屋の撤去

が進まない主な原因として、解体費用が所有者負担

になることから、経済的理由による実施の困難さが

挙げられます。また、所有者が不在、または相続者

不明等の場合において、権利関係が複雑化し対応が

難航することも一因です。 

 これらの課題解決に向け、空家対策特別措置法へ

の対応に向けた体制づくりのため、関係部署との連

携を強化してまいりたいと考えております。 

○８番（江口祥子君） 地域の皆様から、「危険だ

と分かっていても何年も放置されている」「台風の

たびに倒壊の不安が増している」といった声が寄せ

られております。現在の体制では十分に対応し切れ

ていないと感じます。 

 通報しやすい環境づくりと情報の見える化につい

てであります。危険廃屋は地域の方が一番気づきや

すいが、通報のしやすさやその後の対応が不透明と

の声もあります。 

 市として、スマホで手軽に通報できる仕組みや通

報後の対応状況を住民へフィードバックする仕組み

を検討してはどうか、伺います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 危険廃屋を含め

空き家等に関する相談・通報は、地域住民の皆様か

ら、電話、来庁、メールで受け付けております。 

 現在、市では、スマートフォン等のアプリを活用

した通報の仕組みについては実施しておりませんが、

匿名や非通知での相談・通報にも対応しているとこ

ろです。相談・通報を受けた後は、現地確認を行い、

所有者へ適正管理を促す通知を実施しております。

また、相談者には対応内容について説明し、一定期

間を置いて改善が見られない場合には再通知を行う

など、状況に応じた対応を進めております。 

 しかしながら、住民の皆様の通報の選択肢が増え

ることは望ましいことでありますので、市公式ＬＩ
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ＮＥの道路損傷通報システムを参考に、実施に向け

て検討を進めたいと考えております。 

 通報への対応等の情報公開につきましては、案件

により状況が異なるため、公開の方法等は今後も研

究してまいります。 

○８番（江口祥子君） 市民の安全を守るためには、

地域の小さな気づきを行政へ確実につなげることが

必要です。前向きな検討を期待いたします。 

 次に、国の推計では、2040年頃まで空き家がさら

に増加するとされています。本市では、どのような

対策を用い、どのように取り組んでいくのか、方針

を伺います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 今後の空き家対策

についてであります。 

 本市では、現在、空家等対策計画に基づき、先ほ

どからありますように各種施策を進めております。

令和５年の空家特措法改正によりまして、管理不全

空き家の指定など自治体の権限が拡大したところで

あります。 

 このため、まずは、法改正を踏まえた施策の展開

が図れるよう、計画の改定と条例整備を進めてまい

りたいと考えております。あわせて、市民から相談

窓口が分かりづらいという声もありますから、相談

しやすい体制と併せて庁舎内の実施取組体制など、

そういうものの見直しも検討していきたいと考えて

おります。 

 空き家対策では、やはり適正な管理が最も重要で

あると考えております。活用できる可能な空き家に

ついては移住・定住などに生かし、危険空き家につ

いては、所有者への働きかけに加えて、法改正で拡

大された権限の活用も検討してまいりたいと考えて

おります。 

 これらの取組については、その都度市民への周知

を徹底し、空き家対策の実効性の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

○８番（江口祥子君） 市民の皆様から寄せられる

声の一つには、安心して暮らしたいという切実な思

いがあります。その思いにしっかりと向き合い、解

体支援、通報体制、所有者への支援、地域の見守り

体制など、多面的な対策が求められています。今後

とも、市と地域が力を合わせ安全で住みよいまちづ

くりが進むことを願い、質問を終わります。 

 ２項目めに移ります。 

 プレミアム付商品券の発行についてであります。 

 物価高騰の影響を受ける中、新たなプレミアム付

商品券を発行することで、地域経済の活性化が図ら

れると考えます。本市では、地域経済の活性化、消

費の喚起、中小事業者支援などを目的に、これまで

プレミアム付商品券を発行されてきたと承知してお

ります。 

 市民生活の支援と地域経済の振興という観点から、

改めて、その成果と課題、今後の方向性を確認する

とともに提案をいたします。 

 初めに質問ですが、物価高騰の現状を踏まえ、国

の交付金を活用し、プレミアム付商品券を新たに発

行する考えはないか、市の見解を伺います。 

○市長（中屋謙治君） おっしゃいますように、昨

今の物価高騰、大変厳しいものがあると認識いたし

ております。 

 先に閣議決定された強い経済を実現する総合経済

対策において、物価高騰に直面する皆様への直接的

な負担軽減支援策として、今国会補正予算で、重点

支援地方交付というのが２兆円ほど計上されており

ます。この重点支援地方交付金は、地域の実情に合

った的確な支援を実施するため交付されるもので、

国のほうから提示されておりますのが、食料品価格

高騰に対する支援として、プレミアム付商品券、電

子クーポン、それからお米券などが推奨されている

ところでございます。 

 現在、交付金の趣旨を踏まえ、市民の皆様への生

活支援及び事業者支援について検討しているところ

であり、市民の皆様へ広く支援が行き渡る手段であ

るプレミアム付商品券発行を、その支援策の一つと

して検討をしている、こういうことでございます。 

○８番（江口祥子君） 本市では、これまで、地域

のお店でのお買物を応援し家計負担の軽減にもつな

がるよう、プレミアム付商品券を発行してきました

が、市民の皆様が実際に利用しやすく生活の助けと

なる制度であったのか、過去の実績を踏まえ、より

公平により多くの市民の皆様の手の届く商品券とな
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るよう改善できればと考えています。 

 これまでのプレミアム付商品券の過去の実績を伺

います。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） お答えいたします。 

 プレミアム付商品券のこれまでの実績ということ

でございました。 

 令和２年度より、コロナウイルス感染症や燃料高

騰による物価高の影響に対しまして、中小企業等の

経営安定や継続支援、そして市民生活への影響の緩

和を目的とした商品券事業を、これまで４回実施し

てまいりました。 

 具体的に申し上げますと、令和２年度に１回、令

和３年度に２回、令和４年度に１回となっておりま

す。 

○８番（江口祥子君） 本市がこれまで実施してき

たプレミアム付商品券事業につきましては、多くの

市民に利用され、家計支援や地域消費の促進に一定

の効果を上げてきたものと承知しております。 

 しかし、その一方で、毎回の事業において商品券

を購入していない市民が一定数おられることも事実

であります。より多くの市民にとって使いやすい恩

恵を受けやすい制度とするためには、まず、購入に

至らなかった理由を正確に把握することが欠かせな

いと考えます。 

 質問として、これまで購入に至らなかった市民か

ら寄せられた主な理由について伺います。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） これまでのプレミ

アム付商品券事業の中で購入をされてらっしゃらな

い方々の御意見ということになるかと思います。 

 購入に当たりましては、お金がないことからなか

なか購入は難しいというお声であったり、また商品

券の販売所が近くにあったほうがよいというお声を

いただいております。 

 これを考えますと、販売価格であったり、また購

入場所、こちらのほうに工夫が必要になってくるか

と考えております。 

○８番（江口祥子君） これまでのプレミアム付商

品券事業を振り返りますと、利用された市民から

「家計の助けになった」との声がある一方で、「金

額が大きくて手が出なかった」「もっと少額から買

えるとありがたい」との声も寄せられております。 

 市民にとって本当に使いやすく幅広い世代が参加

できる制度とするためには、まず買いやすさの観点

から見直しが欠かせないのではないでしょうか。 

 質問ですが、そこで、買いやすい家庭への配慮と

して、低額券種の設定やより柔軟な販売方法など購

入しやすい工夫が必要と考えます。いかがでしょう

か。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） よりよくプレミア

ム付商品券を御購入していただくような価格設定と

いうようなことだったと思います。 

 これまでの改善点ということで答弁をさせていた

だきたいんですけれども、購入金額を抑える方策と

いたしまして、１セット20枚つづりのものを10枚つ

づりとして販売したり、また分割で購入できる方法

などを実施してまいりました。少しでもお買い求め

しやすい状況というのを工夫してきたところでござ

います。 

 これからの商品券事業につきましては、市民の

方々のお声を真摯に受け止めながら、改善ができる

分については改善を行っていきたいと考えておりま

す。 

○８番（江口祥子君） 市民の方から、「郵便局で

買える商品券のほうが便利で安心」という声を聞き

ます。特に高齢者にとって、郵便局は行き慣れた場

所であり最も購入しやすい販売拠点と言えます。こ

のような状況を踏まえると、プレミアム付商品券が

公平で全ての市民に行き渡る制度となるためには、

購入機会を広げる工夫が必要であります。 

 以上を踏まえ、プレミアム付商品券の公平の確保

を市民全体に届く購入環境づくりの観点から、郵便

局の活用について検討できないか伺います。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） お買い求めしやす

い場所の設定ということになるかと思います。 

 これまでの少し経緯を述べさせていただきたいん

ですけれども、通常であれば、商工会議所、商工会

のほうで販売を行っておりましたけれども、郊外の

地区につきましては、交流センターのほうで出張販

売という形で行いました。また、日曜日の販売も実

施したところでございます。 
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 その中で、今、議員さんのほうから御提案のあっ

た郵便局、こちらにつきましても、利用しやすい窓

口であるというお声は届いておりますので、今回プ

レミアム付商品券を実施する際には、郵便局さんと

も協議を行いながら、手数料の関係であったり、ま

た新たな業務という形になりますので、そこの調整

が必要になってくるかと思いますけれども、協議を

しながら進めさせていただきたいと思っております。 

○８番（江口祥子君） 本市においても商品券事業

は、これまでも一定の効果を上げてきた実績があり、

適切に実施されることで、市民の家計負担の軽減と

地域商店の売上げ確保の双方に寄与できる秘策であ

ると考えます。 

 加えて、公平性の確保や購入しやすい環境づくり

を図ることで、より多くの市民が恩恵を受けられる

制度となることを期待しております。 

 とともに、重点支援地方交付金という貴重な財源

を最大限に生かし、市民にとって実感できる物価高

対策となるよう、今後の検討、積極的な取組をお願

いし、私の質問を終わります。 

○議長（松崎幹夫君） 以上で、本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（松崎幹夫君） 本日はこれで散会いたしま

す。 

 

         散会 午後３時06分 


